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＜はじめに＞

■本書について
・本書は「記入要領」と「EEGS操作マニュアル」を統合した標準版マニュアルです。
この1冊だけで、報告書作成に必要な基本的な作業はすべて完結できます。

■ 本書でできること
・記入ルール（記入要領）の要点を確認できる。
・EEGSの操作方法を手順に沿って把握できる。
・報告書作成の一連の流れを迷わず進められる。

■ より詳しい情報が必要な場合
・本書は標準的な内容に絞ってまとめています。
・詳細仕様や特殊ケース を確認したい場合は従来の 「記入要領」および
「EEGS操作マニュアル」 を参照してください。

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/transport/procedure/data/ninushi_kinyuyoryo.pdf
https://eegs.env.go.jp/eegs-portal/manual/
https://eegs.env.go.jp/eegs-portal/manual/
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※建築物に関する規定は、平成29年度より建築物省エネ法に移行 3

⚫ 省エネ法では、工場等の設置者、輸送事業者・荷主に対し、省エネ・非化石転換に関する取組を実施する
際の目安となるべき判断基準及び電気の需要の最適化に関する指針を示し、一定規模以上の事業者にエ
ネルギーの使用状況等の報告を求めている。

省エネ法の義務について（規制対象分野）



省エネ法の義務について（特定荷主の義務）

⚫ 輸送量が3,000万トンキロ以上となった荷主は特定荷主として指定。
⚫ 新たに年度の輸送量が3,000万トンキロ以上となった場合は、貨物の輸送量届出書を提出。
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●東京－大阪間、片道600kmを1日20台、

1台当たり11tの荷物を積んで年間240日輸送させた場合、

600（km）×20（台）×11（t）×240（日）＝3,168万トンキロ となる。

輸送量3,000万トンキロのイメージ

600km

（1日20台、1台当たり11tの荷物）

東 京 大 阪



省エネ法の義務について（中長期計画書の作成）

⚫ 特定荷主は、年１回、中長期計画書を作成して提出。
⚫ エネルギーの使用の合理化や非化石エネルギーへの転換にかかる計画を提出。
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（１）中長期計画の作成

・2030 年度における非化石エネルギー自動車の使用台数割合の目標
・2030 年度における充電インフラ整備の目標
・特殊車両の非化石エネルギーへの転換の技術開発・実証試験 等

②非化石エネルギーへの転換

①エネルギーの使用の合理化

・事業部ごとの省エネ責任者の設置
・モーダルシフト実施のためのマニュアルを策定 等



省エネ法の義務について（定期の報告）

⚫ 特定荷主は、年1回（毎年6月末日まで）、エネルギーの使用合理化や非化石エネルギーへの転換の内容
について、主務大臣に報告する義務。
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（２）定期の報告

・充電インフラ整備の実施状況

・大型貨物自動車・特殊車両の非化石エネルギーへの転換に向けた実証
実験 等

非化石エネルギー
自動車（及び HEV）の使用台数

自家用・荷主専属用輸送に
使用するトラック台数

①エネルギーの使用の合理化

②非化石エネルギーへの転換

・非化石エネルギー自動車（及び HEV）の使用台数割合＝

③電気の需要の最適化（任意）
貨物輸送事業者に行わせる電気を使用した貨物の輸送について、再エネ出力制御時や電気の需給逼迫時に応じて、系統

電気を使用した貨物輸送の時間変更やEV、PHEV 等の充電時間の変更等の取組について報告することができます。

÷



省エネ法の解説（荷主が遵守すべき判断基準）

⚫ 荷主は、技術的かつ経済的に可能な範囲内で、以下に示す諸基準を遵守することを通じて、省エネルギー対

策の適切かつ有効な実施が求められます。
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荷主の合理化の判断基準

Ⅰ．エネルギーの使用の合理化の基準

荷主は、技術的かつ経済的に可能な範囲内で、以下に示す諸基準を遵守することを通じて、省エネルギー対策の適切かつ有効
な実施が求められます。

１．共通的な取組

(1) 取組方針の作成とその効果等の把握
貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に対する取組方針を定めるほか、責任者を配置し、エネルギーの使用の実態等
を正確に把握する。

(2) 輸送効率向上のための措置
輸送効率を考慮した商品の開発や荷姿の設計、貨物の輸送距離の短縮、燃費の向上、計画的な貨物の輸送に努める。

(3) 準荷主との連携
準荷主と調整し、貨物の輸送頻度や納品回数の削減、リードタイムの見直しを実施する。

(4) 取組に関する情報の開示
エネルギー消費原単位に関する情報の開示について検討すること。

２．主に企業向けの大口貨物の配送効率向上の取組

３．主に消費者向けの小口貨物の配送効率向上の取組

配送の計画化や平準化につながる発注等による積載率の向上を図るほか、エコドライブ支援機器の導入への協力、
自営転換やモーダルシフトの推進、輸送機器の大型化を図る。

消費者による配達予定日時や受取場所の指定を可能とし、その変更に対応する等により、再配達の削減等を図る。



省エネ法の解説（荷主が遵守すべき判断基準）

⚫ 荷主は、エネルギー消費原単位を中長期的にみて年平均1％以上低減する努力が求められます。
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貨物輸送事業者や準荷主と連携し、輸送量の平準化等による輸送効率向上、共同輸配送や帰り荷の確保による実車
率の向上、予約受付システム等の活用による荷待ち時間の縮減に努めるとともに、燃料消費率又は電力消費率に関する
性能の優れた自動車等の導入に協力する。

１．共通的な取組

荷主は、エネルギー消費原単位を中長期的にみて年平均1％以上低減する努力が求められます。

(1) 取組方針の作成とその効果等の把握

(2) 関連インフラの整備

(3) 貨物輸送事業者等との連携

(4) 環境に配慮した製品開発及び生産体制整備

２．主に企業向けの大口貨物の配送効率向上の取組

３．主に消費者向けの小口貨物の配送効率向上の取組

自宅における直接受け取り以外の受け取りやすい手法等を活用した再配達の削減、消費者への啓発に努める。

エネルギーの使用の合理化の目標及び計画的に取り組むべき措置Ⅱ．

貨物輸送に係る省エネを進めるための中長期的な目標を設定し、その目標達成に向けて効果等を検証し、さらに効果的な
取組を行う。また、貨物輸送事業者の従業員に対する教育、研修等への協力や、サードパーティーロジスティクスの活用に努
める。

物流施設及び物流拠点について、機械化、自動化、適正配置や集約、業務の効率化に配慮した整備や、国内物流EDI
標準、RFID、一貫パレチゼーション、車両動態管理システム等の活用により荷役の簡略化を図る。

荷主及び貨物輸送事業者その他の関係者の連携を深めるための定期的な懇談会や検討会の設置及びそれらへ
の参画を通じた情報交換を行うとともに、環境に配慮している貨物輸送事業者の選定に努める。

製品使用後の廃棄物、リサイクル資源等の輸送をあらかじめ考慮した製品開発や、貨物輸送に併せて出庫
時間を調整できるような生産体制の構築等に努める。



省エネ法の解説（荷主が遵守すべき判断基準）

⚫ 荷主は次に掲げる諸基準を遵守することを通じ、貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の適切かつ有

効な実施が求められます。
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荷主の非化石エネルギーへの転換の判断基準

Ⅰ．非化石エネルギーへの転換の基準

荷主は次に掲げる諸基準を遵守することを通じ、貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の適切かつ有効な実施が求

められます。

なお、非化石エネルギーへの転換に関する措置の中にはエネルギーの使用の合理化の効果を必ずしももたらさない措置もある

ことから、当該措置を講じるに当たっては、エネルギーの使用の合理化を著しく妨げることのないよう留意してください。

貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の目標に対する取組方針を定めるほか、責任者を配置し、エネルギーの使用の

実態等を正確に把握する。加えて、定期報告に関する情報の開示を検討する。

① 貨物輸送事業者と連携して、非化石エネルギー自動車（※）、非化石エネルギーを使用する鉄道、船舶又は航空機を

選択し、非化石エネルギーへの転換を図る。

※ EV、水素自動車（FCV を含む）、PHEV 及び専らバイオ燃料・合成燃料を使用する自動車
② 非化石エネルギーの充てん又は充電時間を適切に設定することや積載量又は航続距離等に応じて適切な輸送機器を

選択することを通じて効率的に運行又は運航できるよう、他の荷主、準荷主、貨物輸送事業者その他の関係者と連携し

て配送計画を検討する。

１．取組方針の作成とその効果等の把握

２．貨物輸送事業者等との連携



省エネ法の解説（荷主が遵守すべき判断基準）

⚫ 非化石エネルギー自動車の台数の割合について８ｔ以下は５％を目安として、2030年度における目標を

定め、非化石エネルギーへの転換の計画的に取り組むべき措置によりこの実現に努める。
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非化石エネルギーへの転換の目標及び計画的に取り組むべき措置

荷主は、自家用及び荷主専属用輸送で使用する貨物自動車（車両総重量８トン以下）の台数に対する非化石エネルギー自

動車の台数の割合について５％を目安（※）として、2030年度における目標を定め、この実現に努めるものとします。

輸送機器ごとに定められた目安を参照し、非化石エネルギーへの転換の目標を定め、その目標に関する中長期的な計画の策定

や実施に当たっては、必要とする非化石エネルギー自動車の台数等を書面及び電子的方法により貨物事業者に対して示した上

で、協議を行う。

また、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の実態、非化石エネルギーへの転換に関する取組、当該取組による効果等を踏まえて

目標や方針を再検討し、さらに効果的な取組を行う。

他の荷主、準荷主、貨物輸送事業者その他の関係者と連携して、非化石エネルギーを使用する輸送機器の導入を後押しし、円

滑な運用を図るため、荷役作業等の時間を利用して非化石エネルギーの充てん又は充電するための関連インフラを整備する。

非化石エネルギー自動車での貨物輸送を発注することにより、貨物輸送事業者において生ずる非化石エネルギー導入費用の運賃

等への反映について貨物輸送事業者から協議の要請がある場合には、同協議に応じることとし、その上で、同費用を運賃等設定

における考慮要素とするよう努める。

※ 非化石エネルギー自動車の他に、ハイブリッド自動車（HEV）の使用台数も、取組評価の参考事項として

考慮します。

また、貨物自動車（車両総重量８トン超）の使用割合や充電設備の設置数などについても、荷主自らが先行

的に目標を設定して実現に取り組むこともできます。

１．取組方針の作成とその効果等の把握

２．関連インフラの整備

３．貨物輸送事業者との運賃等の設定に係る協議

Ⅱ．



省エネ法の解説（判断基準の遵守状況）

⚫ 第7表での報告は、「判断基準の順守状況」を項目ごとにチェックする様式になっています。
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省エネ法の解説（エネルギー使用原単位）

⚫ 改正省エネ法では、非化石エネルギーも含めたエネルギー全体の使用の合理化を図る必要があります。
⚫ エネルギーの使用の合理化に関する取組はエネルギー使用原単位により評価を行います。
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省エネ政策（支援策）

⚫ 運輸部門における補助金制度等については、資源エネルギー庁のホームページ等で最新情報を収集。
URL:https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/sup
port/index.html

13



省エネ政策（支援策つづき）

⚫ 省エネ設備への更新にあたって支援補助金制度があるので、資源エネルギー庁のホームページ等で最新情報
を収集。
URL:https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/sup
port/index.html
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報告書作成の工程

⚫ EEGSを使用する際のアカウント申請から報告書提出までの各工程では、エネルギー使用量の把握や報告書
提出前チェックなどに時間がかかるので早めに着手してください。
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１．EEGSのアカウント申請（１日）
（省庁からアカウントの発行を受けるには、２週間程度時間を要します。※時期に
よってはさらに時間を要する可能性もあるため、はやめの申請をお願いします。）

２．各事業所へのアカウント発行・初期登録（１週間）

３．各事業所・貨物輸送事業者等のエネルギー使用量の把握とEEGS入力
（１か月）

４．定期報告書・中長期計画書の作成・提出（１週間）

作成の工程と準備に要する時間の目安



EEGS入力操作の概要

⚫ ログイン後のEEGSでの入力は下記の流れです。

荷主の登録
（荷主情報の入力）

エネルギー使用量入力
（付表１～３選択、輸送区分選択）

エネルギー使用原単位分母の入力

CO2認証排出削減量・非化石証書の
情報入力

定期報告書の仕上げ
（エラーチェック）

中長期計画書の入力

報告書の提出



EEGSの目的

⚫ EEGSでは、省エネ法・温対法・フロン法の報告書の作成から提出までをワンストップで
行うことができます。
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*1：インターネットに接続できるPC
（ウェブブラウザ（Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox）の他に、新たなアプリケーションをインストールする必要はありません。）

*2：電子報告での提出時にシステムで内容の一部について形式チェックをします。
*3：本システムで提出いただいた報告書は、本システムで５年間確認できます。



EEGSの位置づけ・利用条件

⚫ 報告書はできる限り、紙媒体ではなくEEGSで提出してください。
⚫ EEGSの利用に際しては、「電子情報処理組織使用届出書」の提出が必要です。
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⚫ 省エネ法・温対法・フロン法に係る報告は、原則としてEEGSを使用していただく想定です。
⚫ 従来提供されていた省エネ法（工場・荷主）及び温対法の報告書作成支援ツールは利

用を停止しております。

EEGSの
位置づけ

⚫ EEGSの利用に際しては、「電子情報処理組織使用届出書」を紙媒体で提出していただく
必要があります。
✓ 省エネ法・温対法の電子報告とフロン法の電子報告は、別々に使用届出書を出して

いただく必要があります。
⚫ ただし、「GビズID」をお持ちの場合は、電子申請が可能です。

EEGSの
利用条件



EEGS利用に際しての注意事項

⚫ EEGSで報告書を作成・提出できないケースがあります。

20

⚫ 省エネ法で、連携省エネルギー計画の認定を受けている非特定事業者の場合
→省エネ法定期報告書は、EEGSを使わずに、定められた提出先に提出してください。

⚫ 省エネ法の認定管理統括貨客輸送事業者の場合
→報告書作成支援ツールで省エネ法定期報告書（輸送）を作成し、EEGSにアップロー
ドしてください。

※上記どちらに該当する場合でも、温対法報告書はEEGSで作成・提出可能です。

EEGSで報告書を
作成・提出できな

いケース

⚫ 省エネ法中長期計画書（輸送）の作成機能
⚫ 省エネ法定期報告書・中長期計画書（工場）の開示宣言機能

2025年度から使
用可能と

なった機能

※省エネ法（工場）の定期報告書と温対法報告書の両方を提出する場合、システムの都
合上、温対法の報告書も外部ツールを利用せず、EEGSに入力する形で作成して提出し
てください。



EEGSのアクセス先
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⚫ EEGSのアクセス先は以下の通りです。

EEGS利用申請画面＜ログインIDが無い場合＞

https://eegs.env.go.jp/eegs-request/

EEGSログイン画面＜ログインIDがある場合＞

https://eegs.env.go.jp/eegs-report/login

EEGSに関する情報提供ポータルサイト

https://eegs.env.go.jp/eegs-portal/



システム操作における注意点

● システム操作において不明な点があれば、システムヘルプデスクにお問い合わせください。
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⚫ Microsoft Edge, Google Chrome,  Firefox
※ Internet Explorer はサポートが終了するため、対応しておりません。

使用できるブラウザ

⚫ ブラウザの「戻る」ボタンをクリックしたり、各種画面の操作ボタンをダブルクリック
したりすると、エラーが発生して入力した内容が消えてしまうおそれがあるため、使用
しないでください。

⚫ 180分操作がないと自動でログアウトします。その場合、保存していない情報は破
棄されます。

システム操作上の
注意点

⚫ 4月～8月 ： 土日祝日を含む24時間
※ただし、定期メンテナンスのため、毎週水曜日19時～木曜日9時はシステム

停止いたします。
⚫ 9月～3月 ： 平日 7:00 ～ 23:00

EEGSの稼働時間

⚫ EEGSポータルサイトをご参照ください。
https://eegs.env.go.jp/eegs-portal/

※EEGSの操作方法についてはシステムヘルプデスク、報告書の内容などシステム操作
以外の内容については各制度のヘルプデスクにお問い合わせください。

EEGSのマニュアル・
問合せ先等



EEGSの利用の流れと操作手順



アクセスキー、ログインID、パスワードの発行・確認方法
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⚫ 事業者ユーザがログインIDを忘れた場合は事業者（事務局）ユーザに確認して下さい。
⚫ 事業者（事務局）ユーザがログインIDを忘れた場合は届出書を提出した省庁に確認してください。

下表の「制度所管省庁」とは、所轄の（定期報告書を提出している）経済産業局を指します。

※省庁の方が、報告書を作成・提出するため
にEEGSを使用する場合、電子情報処理
組織使用届出書の提出は不要です。

アカウントが無い場合や、権限のない制度の
報告書を作成・提出したい場合は、制度所
管省庁にご連絡ください。

事業者ユーザ

事業者（事務局） 事業者

アクセスキー
制度所管省庁がEEGSで発行し、郵送
または電子メールで通知。

アクセスキーを
忘れた場合

制度所管省庁がEEGSで再発行し、郵
送または電子メールで通知。

ログインID
ユーザ自身がEEGSで発行。
※IDはEEGSが自動設定

事業者（事務局）がEEGSで発行。
※IDはメールアドレス

ログインIDを忘
れた場合

制度所管省庁がEEGSで確認して回答。
事業者（事務局）がEEGSに登録され
ているメールアドレスを確認して回答。

パスワード ユーザ自身がEEGSで設定。
初期パスワードがEEGSから電子メール
で送られてくるので、初めてログインする
際にユーザ自身が変更。

パスワードを
忘れた場合

ユーザ自身がEEGSで再発行。 ユーザ自身がEEGSで再発行。

パスワードの
有効期限が
切れた場合

ユーザ自身がEEGSで再発行。 ユーザ自身がEEGSで再発行。

アカウントがロックさ
れた場合

制度所管省庁がEEGSで解除。
※パスワード再発行の手順により、ご自
身でもロック解除が可能。

事業者（事務局）がEEGSで解除。
※パスワード再発行の手順により、ご自
身でもロック解除が可能。



EEGSの利用申請
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⚫ 「電子情報処理組織使用届出書」に必要事項を記入して郵送にて提出します。
⚫ 届出書を過去に提出しているにも関わらず、当該制度の機能が使用できない場合には、システムヘルプデスクに

お問い合わせください。

☞1

対象事業者 届出様式 様式ダウンロードURL 届出先*1

省エネ法(特定事業者、特定連鎖化

事業者、認定管理統括事業者、特定
荷主又は認定管理統括荷主) *2

省エネ法様式第43
https://www.enecho.meti.go.jp/categor
y/saving_and_new/saving/enterprise/fac
tory/download/

経済産業局

温対法(特定排出者) *3 温対法様式第4
https://policies.env.go.jp/earth/ghg-
santeikohyo/manual.html

経済産業局 または
地方環境事務所

省エネ法(特定輸送事業者又は認定
管理統括貨客輸送事業者)

省エネ法様式第27
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/envi
ronment/sosei_environment_tk_000037.
html

国土交通省 または
地方運輸局

フロン法(特定漏えい者) *4 フロン法様式第4
https://www.env.go.jp/earth/furon/oper
ator/isshu_santei-4.html

経済産業省 または
環境省

*1 :事業者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局、地方環境事務所または地方運輸局等に提出してください。
ただし、フロン法については、経済産業省又は環境省の本省に提出してください。

*2 :経済産業省へ省エネ法定期報告書等を提出するために、e-Govを用いて電子報告を行っている場合は、
ID番号の付与を受けた経済産業局窓口へご相談ください。

*3 :省エネ法による電子申請の使用届出を既に行っている場合は、改めて届出する必要はありません。

*4 :省エネ法又は温対法において使用届出書を提出済であっても、フロン法の使用届出書の提出が必要です。

事業者
（事務局のみ）



EEGSの利用申請
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⚫ GビズIDを持っている場合は、「電子情報処理組織使用届出書」をシステム上で提出することが可能です。
⚫ ご使用のブラウザで「https://eegs.env.go.jp/eegs-request/notification」と入力し、Enterキーを押す

と、電子情報処理組織使用届出書を提出するためのログイン画面が表示されます。

☞1

いずれかの該当する様式をクリック
します。

ブラウザで「https://eegs.env.go.jp/eegs-
request/notification」と入力し、Enterキーを押す

事業者
（事務局のみ）



(参考）「GビズID」とは
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⚫ 「GビズID」とは、法人・個人事業主向け共通認証システムです。現在GビズIDのアカウントをお持ちでない方は、
以下のウェブサイトでアカウントを作成することができます。https://gbiz-id.go.jp/top/

⚫ GビズIDには、プライム／メンバー／エントリーという３種類のアカウントがあり、EEGSではそのいずれも使用するこ
とができます。「GビズIDエントリー」アカウントはオンラインで即時発行されます。



アクセスキーの入力
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⚫ 省庁で届出書を確認後、1ヶ月程でアクセスキーが郵送、メール等により通知されます。
⚫ 利用申請サイトにアクセスし、「アクセスキー」および「特定排出者コード／特定漏えい者コード」を入力し、

「利用申請画面へ」ボタンをクリックします。
利用申請サイトのURL：https://eegs.env.go.jp/eegs-request/

⚫ EEGSリリース前（旧システム向け）に発行されたアクセスキーも使用可能です。

☞2

クリックします。

「アクセスキー」を入
力します。

「特定排出者コード／
特定漏えい者コード」を
入力します。

事業者
（事務局のみ）



アクセスキーの入力
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⚫ 利用申請（ワンタイムURL）画面で情報を入力し、「申請実行」ボタンをクリックします。
⚫ EEGSにログインする際に用いるパスワードはここでご自分で設定いただきます。

パスワードには、英大文字、英小文字、数字、記号の4種類を含む8桁以上の文字列を設定してください。
⚫ クリック後、利用申請の登録完了メッセージが表示されます。

☞2

 

 

クリックします。

事業者
（事務局のみ）



ログインIDの発行
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⚫ 利用申請の登録完了後、EEGSからワンタイムURL発行メールが送信されます。
⚫ メールに記載のURLをクリックすると、ログインID発行画面が表示されます。

利用申請（ワンタイムURL）画面で登録したパスワードを入力し、「ログインID発行」ボタンをクリックしてください。
⚫ クリック後、EEGSからメールでログインIDが通知されます。

☞3

②入力後、クリックします。

①利用申請（ワンタイムURL）画面で
自分で登録したパスワードを入力します。

事業者
（事務局のみ）



EEGSの初回ログイン
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⚫ ご使用のブラウザから「https://eegs.env.go.jp/eegs-report/login」と入力し、Enterキーを押すと、
EEGSのログイン画面が表示されます。

⚫ EEGSのログイン画面からログインID（メールで通知されたもの）とパスワード（自分で設定したもの）を入力し、
「私はロボットではありません」にチェックを入れて「ログイン」ボタンをクリックすると、ログインができます。 

☞4
事業者

（事務局のみ）

チェックします。

入力します。

入力します。

クリックします。



EEGSのホーム画面

32

⚫ EEGSにログインすると、ホーム画面が表示されます。ホーム画面の左側のメニューから様々な手続きを行います。
メニューの説明は次ページ以降をご参照ください。

⚫ ホーム画面にはお知らせ情報が掲載されています。お知らせ情報には通常、受理や差し戻し等の状態や、省庁
からのお知らせが表示されます。 

※お知らせ内容
「報告書」：受理や差し戻し等のステータス
「連絡事項」：省庁からのお知らせや、事業者・事業所ユーザが登録したお知らせ

表示するお知らせの内容と登録時期を設定することが
できます。



EEGSのメニュー  省エネ法（荷主）
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省エネ法（荷主）の
エネルギー使用量の入
力

省エネ法（荷主）の
定期報告書の入力

報告書（届出書等）
のファイルアップロード

報告書（届出書等）
の一覧

省エネ法（荷主）の
中長期計画書の入力

事業者情報の入力
※事務局のみ

担当者管理
※事務局のみ

事業者管理 事業者一覧
※事務局のみ

その他 担当者一括登
録・変更・削除
※事務局のみ

パスワード変更 お知らせ情報
管理
※事務局のみ

電子情報処理
組織使用管理

電子情報処理
組織使用
※事務局のみ

電子情報処理
組織使用変更
※事務局のみ

電子情報処理
組織使用廃止
※事務局のみ

省エネ法（荷主）

エネルギー使用量
と密接な関係を
持つ値の入力
（荷主）

荷主情報の
入力

届出書一覧
※事務局のみ



電子情報処理組織使用届出書の追加提出
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⚫ EEGS利用申請時に提出した届出書と異なる制度での報告を行いたい場合は、電子情報処理組織使用届
出書を追加で提出する必要があります。提出はEEGSで行えます。

⚫ ホーム画面の「管理機能」メニューをクリックし、その後「電子情報処理組織使用管理」、「電子情報処理組織
使用」をクリックします。

☞5
事業者

（事務局のみ）

入力します。

②クリックします。

提出可能な様式を選択することができます。
いずれかの該当する様式をクリックします。

①クリックします。

③クリックします。



基本情報の入力・確認の流れと操作手順



事業者・担当者の登録（基本情報の入力）の流れと操作手順

● 報告書の作成を行う前に、事業者・担当者の情報を登録します。
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事業者（事務局以外） 事業者（事務局） EEGS

ログイン

アカウント発行メール送信

アカウント発行メール受領

事業者情報の入力
☞６

担当者（事業者内ユーザ）
の登録・アカウントの発行

☞7

ＧビズIDで
ログインする
ための準備

ＧビズIDでログイン

必要に応じて

☞8

☞9

お知らせ情
報の登録

☞10

ＧビズIDで
ログイン

EEGSを初めて利用する場合は必ず、事業者情報
の登録内容に間違いがないかを確認するとともに、
必須入力項目を追加入力してください。

GビズIDを使用してEEGSにログインできるようにするために
は、事前にGビズIDをEEGSに登録しておく必要があります。

事業者ユーザは同じ事業者内の全ユーザ
に対する連絡事項を登録できます。



事業者情報の入力

※詳細なマニュアルはこちら

https://s3-prd-step5-eegs-portal.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/manual/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%EF%BC%88%E5%85%B1%E9%80%9A%E7%B7%A8%EF%BC%89.pdf


EEGSの基本操作方法 事業者の入力

⚫ 事業者入力は「管理機能」の「事業者管理」から「荷主情報の入力」メニューから入力します。
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A事業者

A事業者

管理
機能

事業者
管理

１．事業者の入力

画面構成や表
示された係数等
は、実際の画面
では異なることが
あります。
その場合は実際
の画面に従って
入力してください。

事業者管理の画面

この記入例では「荷主情報の入力」の
画面での入力方法を示すが、この画面
で入力・修正ができない項目がある場
合は、「事業者情報の入力」等の画面
で入力してください。

次ページへ

事業者
（事務局のみ）

☞6



EEGSの基本操作方法 荷主情報入力

⚫ 荷主の事業者情報として、特定排出者コード、特定荷主番号、法人番号等を入力します。
⚫ 入力・修正後は忘れずに「入力内容の保存」ボタンを押します。
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A事業者

000000000

0000000

Ａ事業者

えいじぎょうしゃ

荷主情報入力

荷主情報の入力画面で入力・修正ができない項目があれば、
「事業者情報の入力」等の画面で入力する。

入力・修正後は忘れずに「入力内容を保存」ボタンを押す。
（他の画面も同様）

事業者
（事務局のみ）

☞6



担当者の登録

※詳細なマニュアルはこちら

https://s3-prd-step5-eegs-portal.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/manual/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%EF%BC%88%E5%85%B1%E9%80%9A%E7%B7%A8%EF%BC%89.pdf


EEGSのユーザタイプと権限
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EEGSに管理者として登録されているユーザ。事業者ごとに１ユーザのみであり、EEGSから自動的
に発行されたログインIDを持つ。管理者として事業者・事業所ユーザのアカウントを発行できるほか、
事業者全体の報告内容、全事業所の報告内容について、登録、変更、削除が可能。
（最初に経済産業局に申請いただいた際に担当者として登録されている方です）

事業者
ユーザ

事業者
（事務局）

「事業者（事務局）」がアカウントを発行するユーザ。ログインIDはメールアドレス。
事業者全体の報告内容、全事業所（工場・事業場）の報告内容について、登録・変更・削除
が可能なユーザ。（各事業所からの情報を集めて、EEGS上で作業する担当者のイメージ）

事業者

本社 事業所 事業所

事業者（事務局）
ユーザ

事業者ユーザ 事業所ユーザ 事業所ユーザ

事務局がアカウントを発行
「電子情報処理組織使
用届出書」を経済産業
局に提出し、事務局のア

カウントを発行

自事業所の情報のみ編集可能事業者全体及び全事業所の情報を編集可能

A

B

A

B

⚫ 事業者（事務局）ユーザは、事業者・事業所のアカウントを発行できます。

※荷主の場合、事業所ユーザは存在しません事業所



EEGSの操作 担当者（事業者内ユーザ）の確認・登録

⚫ 事業者（事務局）ユーザは、EEGSを利用できる担当者を追加することができます。

次ページへ

42

ホーム
↓

管理機能

管理機能：その他

事業者
（事務局のみ）

☞7
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EEGSの操作 担当者（事業者内ユーザ）の確認

⚫ 登録された担当者情報を確認するには、検索条件を入力して「検索を行います。

①「↓」をクリックします。

②検索条件を入力します。
（全件表示させたい場合は、すべて

空欄のままとします。）

③「検索」をクリックします。

④鉛筆マークをクリックすると、
担当者変更画面が表示されます。

事業者
（事務局のみ）

☞7



⚫ 担当者情報を追加するには、担当者管理画面から「行追加」ボタンをクリックします。
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EEGSの操作 担当者（事業者内ユーザ）の登録

クリックします。

事業者
（事務局のみ）

☞7



45

EEGSの操作 担当者（事業者内ユーザ）の登録

「権限」はユーザ権限を意味しています。
プルダウンから該当するものを選択します。

「ログインID」「初期パスワード」の送信先と
なります。間違いのないようご注意ください！

「権限」が「特定荷主」の場合は、選
択不要です。（事業所とは紐づかな
いため）

事業者
（事務局のみ）

● 追加したい担当者情報を入力し、「登録」ボタンをクリックします。
なお、＊印の項目は必須入力項目です。

● 担当者情報の登録が正常に完了すると、登録された担当者のメールアドレスに
登録完了のメールが送信されます。
そのメール本文に、追加したユーザの「ログインID」「初期パスワード」が記載されています。

☞7
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EEGSの操作 GビズIDでログインするための準備

GビズIDの「ログインID」を入力してください。

担当者変更画面の表示手順は、
P.43を参照してください。

事業者
（事務局のみ）

● GビズIDを使用してEEGSにログインできるようにするためには、事前にGビズIDをEEGSに登録しておく必要があ
ります。

● 担当者変更画面の「GビズID」に、GビズIDシステムに登録されているログインIDを入力し、「変更」ボタンをク
リックして登録します。これにより、次回以降、GビズIDを利用したログインができるようになります。

☞8



⚫ EEGSにGビズIDでログインする場合は、ログイン画面から「GビズIDでログイン」をクリックします。

47

EEGSの操作 GビズIDでのログイン

※GビズIDは、法人・個人事業主向け共通認証システムです。
GビズIDを取得すると、一つのID・パスワードで、様々な行政サービスにログインできます。
詳細は「https://gbiz-id.go.jp/top/」をご確認ください。

事業者☞9

クリックします。



お知らせ情報の確認・登録

※詳細なマニュアルはこちら

https://s3-prd-step5-eegs-portal.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/manual/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%EF%BC%88%E5%85%B1%E9%80%9A%E7%B7%A8%EF%BC%89.pdf


EEGSの操作 お知らせ情報の確認・登録

⚫ EEGSのホーム画面にあるお知らせ情報に、情報を登録することができます。

次ページへ
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ホーム
↓

管理機能

管理機能：その他

事業者☞10
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EEGSの操作 お知らせ情報の確認・登録

①検索条件を入力します。
（全件表示させたい場合は、すべて

空欄のままとします。）

②「検索」をクリックします。

③鉛筆マークをクリックすると、
お知らせ情報詳細画面が表示されます。

③「新規登録」をクリックすると、
お知らせ情報登録画面が表示されます。

事業者

● 登録されたお知らせ情報を確認・変更をするには、検索条件を入力して「検索」を行います。
● お知らせ情報を登録するには、「新規登録」ボタンをクリックします

☞10
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EEGSの操作 お知らせ情報の登録 事業者

お知らせ情報を表示する対象は、
・事業者
・全件（全事業所）
・個別の事業所
を選択して登録ができます。
（事業所ユーザは、個別の事業所のみ）

クリックします。

● 追加したいお知らせ情報を入力し、「登録」ボタンをクリックします。
なお、＊印の項目は必須入力項目です。

● 事業者（事務局）ユーザ、事業者ユーザは、同じ事業者内の全ユーザ、事業所ユーザは、同じ事業所内の
全ユーザに対する連絡事項が登録できます。

☞10
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報告書の作成・提出の流れと操作手順



報告書の作成・提出の流れと操作手順

● EEGSでは、報告書の作成から提出まで一気通貫で実施可能です。
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事業者 受付省庁

エネルギー使用量の入力

報告書の提出、受領書の発行

報告書修正

報告書の入力

☞12

報告するエネルギー種類の選択

報告書の入力チェック

☞21

添付資料の登録

提出先の登録

EEGS以外で作成した
報告書ファイルの登録

☞11

☞19

☞16
☞17

報告書のステータスの確認 報告書の取り下げ依頼

取り下げ承認

差戻し

報告書の再提出

受理

☞15

☞20

☞24☞22

☞25

報告書の取り下げを行う場合には、まず、
報告書を提出した省庁に電話等で連絡し、
許可をとってください

報告書の作成を始める前に、
まず「報告書データの更新」
ボタンを押して、情報を最新
化してください。

まず、報告を行うエネルギー
の種類を選択してください。 中長期計画書の作成

☞18

エネルギー使用量と密接な関係
を持つ値の入力

☞13

証書等による非化石エネルギー
使用量の入力

☞14

報告書の出力/
過年度報告書の参照

☞23



エネルギー使用量の入力

※詳細なマニュアルはこちら

https://s3-prd-step5-eegs-portal.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/manual/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%EF%BC%88%E8%8D%B7%E4%B8%BB%E7%B7%A8%EF%BC%89.pdf


エネルギー使用量の把握の仕方（対象エネルギーと原油換算方法）

⚫ 貨物輸送に使用するエネルギーは燃料・電気が対象。
⚫ 使用量に燃料・電気の換算係数を乗じて、各々の熱量「GJ（ギガジュール）」を求める。
⚫ 特定荷主の年度間の合計使用熱量「GJ」を求める。
⚫ １年度間の合計使用熱量「GJ」に、0.0258（原油換算係数[kℓ/GJ])を乗じて、１年度間のエネルギー使

用量kℓ（原油換算値）を求める。
⚫ エネルギー使用量の入力画面で入力するエネルギーの種類は下表。
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❶ 使用した燃料・電気ごとの年度間の
使用量を集計してください（電気・ガス
については、エネルギー供給事業者の毎
月の検針票に示される使用量でも可能
です）。
❷ ❶の使用量に燃料、熱及び電気の
換算係数を乗じて、各々の熱量「GJ
（ギガジュール）」を求めてください。
❸ ❷を全て足し合わせて年度間の合
計使用熱量「GJ」を求めてください。
❹ ❸の１年度間の合計使用熱量
「GJ」に、0.0258（原油換算係数
[kℓ/GJ])を乗じて、１年度間のエネル
ギー使用量（原油換算値）を求めてく
ださい。

電気の種類 単位発熱量

買
電

系統電気

自己託送

以外

電気事業者

からの買電

化石分 8.64

GJ/ 千kWh

非化石分 8.64

オフサイト

ＰＰＡ

非化石 重み付けなし 3.60

非化石 重み付けあり 3.60

自己託送

非燃料由来の非化石電気 3.60

上記以外
化石分 8.64

非化石分 8.64

自営線

（他事業者からの供給）

非燃料由来の非化石電気 3.60

上記以外
化石分 8.64

非化石分 8.64

自
家
発

直接使用・自営線

（自社内の供給含む）

非燃料由来の非化石電気

（オンサイト PPA 含む）
3.60

上記以外

※投入した燃料・熱で

カウント

No. 燃料・電気の種類 単位発熱量

１ 揮発油 33.4 GJ/キロリットル

２ ジェット燃料油 36.3 GJ/キロリットル

３ 軽油 38.0 GJ/キロリットル

４ A重油 38.9 GJ/キロリットル

５ B・C重油 41.8 GJ/キロリットル

６ 液化石油ガス（LPG） 50.1 GJ/トン 出典）省エネ法告示※

No. 燃料・電気の種類 単位発熱量
７ バイオエタノール 23.4 GJ/キロリットル

８ バイオディーゼル 35.6 GJ/キロリットル

９ バイオガス 21.2 GJ/千㎥

10 水素 142 GJ/トン

11 アンモニア 22.5 GJ/トン



EEGSの操作 報告するエネルギー種類の選択

⚫ 荷主のエネルギー入力は、「エネルギー使用量の入力（荷主）」メニューから入力します。

57

A事業者

エネルギー使用量の入力

次ページへ

事業者☞11

管理関係荷主を入力する場合は、事業者を変更します。



EEGSの操作 報告するエネルギー種類の選択

⚫ エネルギー使用量を入力するため、まず「＋輸送区分を追加する」ボタンをクリックして、入力するエネルギーの種
類を選択してください。

58

「＋輸送区分を追加する」をクリックすると輸
送区分選択画面が表示されます。

入力項目を追加する際、クリックします。

☞11 事業者

エネルギー使用量の入力（荷主）



EEGSの操作 前年度のエネルギーの種類を取り込み

⚫ 前年度の定期報告書作成時に「エネルギー使用量の入力画面」を用い、付表1～3の入力を行って算定を
行った場合、当該年度の報告のために前年度のエネルギーの種類及び、燃費、貨物量（トンキロ）、最大積
載量といった情報を取り込むことができます。

⚫ 前年度のデータを取り込むには、「前年度の輸送区分を取込み」をクリックします。
⚫ なお、前年度データを取り込むと、画面で入力中の情報は破棄されます。
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クリックします。

前年度の欄に値が表示されるので、それを参考にしながら、
今年度の値を手動で入力してください。

前年度入力した項目が
取り込まれます。

事業者☞11

エネルギー使用量の入力（荷主）



（参考）定期報告書の作成（燃料法、燃費法、トンキロ法）

⚫ 輸送にかかるエネルギーの使用量の算定方法については、燃料法、燃費法、トンキロ法の３つの方法が定めら
れています。

60

車両等の燃料使用量が把握できる場合に用います。

最も精度が高いが、混載の場合には荷主別の按分が必要となるため、詳細なデータ把握が必要となります。

車両等の燃費と輸送距離が把握できる場合に用います。

実測で燃費が把握できれば精度が高いが、混載の場合には荷主別の按分が必要となるため、詳細なデータ把握が必要となります。

貨物輸送量［トンキロ］に、省エネ法告示※で定められたトラックの最大積載量と積載率から求

められる数式により算出される燃料使用原単位をかけて算定します。この手法では積載率による原単位の違いを反映できます。

輸送機関別貨物輸送量［トンキロ］に、省エネ法告示※別表第4で定められた輸送機関別エネルギー使用原単位をかけて算定します。

トラック：改良トンキロ法

船舶、鉄道、航空機：従来トンキロ法

●容量単位として『リットル』と『キロリットル』が混在していることに注意

●容量単位として『リットル』と『キロリットル』が混在していることに注意

●熱量単位として『GJ』と『MJ』が混在していることに注意

高い

低い

精
度

（１）燃料法

（３）トンキロ法

（２）燃費法

エネルギー使用量

［GJ］

エネルギー使用量

［GJ］

エネルギー使用量

［GJ］

エネルギー使用量

［GJ］

燃料使用量

［キロリットル］

単位発熱量

［GJ/キロリットル］

燃料使用量

［キロリットル］

単位発熱量

［GJ/キロリットル］

輸送距離

［キロメートル］

1燃費

［キロメートル/リットル］ 1,000

1
1,000

1
1,000

エネルギー使用原単位

［MJ/トンキロ］

貨物輸送量

［トンキロ］

貨物輸送量

［トンキロ］

単位発熱量

［GJ/キロリットル］

改良トンキロ法

燃料使用原単位

［リットル/トンキロ］

＝ ×

＝ ×

×÷

＝

× × ×

× ×

＝



EEGSの操作 エネルギー使用量の入力 付表の選定

⚫ エネルギー使用量の入力では、入力する付表を燃料法、燃費法、トンキロ法から選定します。
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A事業者

付表の入力画面

○入力する付表を下記から選定する。
付表1：燃料法
付表2：燃費法
付表3：トンキロ法
（複数の付表の使用も可能）

事業者☞12

エネルギー使用量の入力（荷主）

使用する付表を選択する。



EEGSの操作 エネルギー使用量の入力 付表１

⚫ 付表１が選定されている場合、「＋輸送区分を追加する」のボタンを押すと、補助入力用ボタンが表示されま
すので、輸送区分を選択します。

⚫ 輸送区分の選択では、自家輸送／委託輸送の区分を選択しますと貨物自動車／その他の区分が選択でき
ます。
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A事業者

項目を選択してください
自家輸送
委託輸送

輸送区分の入力

「＋輸送区分を追加する」のボタンを押すと、補助入力用
ボタンが表示されるので、輸送区分を選択する。

付表１の入力画面（初期画面）

○輸送区分を選択する。
・自家輸送／委託輸送の区分
・貨物自動車／その他の区分

○輸送区分は必要なだけ追加できる。

付表1が選択されていることを確認する。

☞12 事業者



EEGSの操作 エネルギー使用量の入力 付表１

⚫ 識別IDは、付表1～3を通じて異なるIDとします。
⚫ 区分内容には、事業者の整理用として必要なら入力します。
⚫ 付表１のエネルギー入力画面では、輸送区分を選択すると、代表的なエネルギー種類が表示されます。表示

にないエネルギーを選ぶときは、「追加」ボタンを押して追加します。
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A事業者

識別IDを入力する。
○数字、アルファベット、漢字等、形式は任意。
○付表1～3を通じて異なるIDとすること。

エネルギー使用量等の入力

区分内容を必要なら入力する。
○事業者の整理用。
○記入の有無は任意。

エネルギー使用量を
入力する。

付表１の入力画面（エネルギー入力画面）

○上記で輸送区分を選択すると、代表的なエ
ネルギー種類が表示される。
○表示にないエネルギーを選ぶときは、「追加」
ボタンを押して追加する。

エネルギーの種類を追加したいと
きは、「追加」ボタンをクリックすると、
右の補助入力ボックスが表示され
るので、選択する。

都市ガス又は電気を選択した場
合の入力方法を次頁に示す。

次ページへ

事業者☞12



EEGSの操作 エネルギー使用量の入力 付表１

⚫ 都市ガス・電気の入力では、入力用ボックスが表示されますのでそれぞれ入力します。

64

A事業者

エネルギー使用量等の入力（都市ガス・電気の入力方法） 付表１の入力画面
（都市ガス・電気の入力画面）

このボタンを押すと、補助入力
用ボックスが表示される。

上記の選択で、画面に都市
ガス又は電気が表示される。

都市ガスの補助入力ボックス
（次頁参照）

電気の補助入力ボックス
（65頁参照）

☞12 事業者



EEGSの操作 エネルギー使用量の入力 付表１

⚫ 都市ガスの補助入力ボックスでは、「＋追加」のボタンを押して、「都市ガス供給事業者名」、「換算係数」、
「基礎排出係数」及び「使用量」を入力します。

⚫ 使用量入力欄には千m3単位で入力します。温度や圧力補正の必要はありません。

65

都市ガスの補助入力ボックス

手動入力する。
使用量を入力する。
○温度圧力補正は不要。
○補正できる場合は、補正してもよい。

都市ガスの入力画面

○付表2、付表3にも同様の画面があります。

「＋追加」ボタンを押して入力欄を表示させる。

排出係数[tCO2/千㎥]
=事業者別換算係数[GJ/千N㎥]×0.904[千N㎥/千㎥]×0.0140[tC/GJ]×44/12
※「こちら」部分をクリックすると、排出係数以外の算定方法についても、ご確認いただけます。

事業者☞12



EEGSの操作 エネルギー使用量の入力 付表１

⚫ 電気の補助入力ボックスでは、入力ボタンを押すと、「電気事業者を追加する」ボタンを押して電気事業者名と
電力メニューを選ぶと、「非化石証書の使用状況」のパーセント値が自動表示されます。

⚫ 非化石電気の割合が自動計算されて「うち非化石電気」の値が表示されます。
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電気の補助入力
ボックス① このボタンを押すと、補助入力ボック

スが表示される。

電気の
入力画面
○付表2、
付表3にも
同様の画
面がありま
す。

電気の補助入力
ボックス②

使用量入力欄

このボタンを押してメニューを選択する。

非化石証書の使用状況について、マスタ登録
されているメニューは自動で記入される。
※自動で入力されていない場合は、各電力事
業者のHPやお問い合わせ先より、メニュー毎の
非化石割合を確認する。

「うち非化石(千kwh)」は以下の算定式の値になります。
非化石電気の使用量 = 電気の使用量(千 kWh)×電気事業者の非化

石証書の使用状況(%)/100
＋（電気の使用量(千 kWh)－電気の使用量(千 kWh)×電気事業者

の非化石証書の使用状況(%)/100）×13(%)※/100

☞12 事業者



⚫ 電気の補助入力ボックスより、「自家発電」の電力量の入力を、各種別毎に行います。

EEGSの操作 エネルギー使用量の入力 付表１
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全ての項目を記入する必要があります。
該当しない項目については「0」を入力してください。

☞12 事業者



項目を選択してください
自家輸送
委託輸送

EEGSの操作 エネルギー使用量の入力 付表２
⚫ 付表２が選定されている場合、「＋輸送区分を追加する」のボタンを押すと、補助入力用ボタンが表示されま

すので、輸送区分を選択します。
⚫ 輸送区分の選択では、自家輸送／委託輸送の区分を選択しますと貨物自動車／その他の区分が選択でき

ます。
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A事業者輸送区分の入力

「＋輸送区分を追加する」のボタンを押すと、補助入力用ボ
タンが表示されるので、輸送区分を選択する。

付表2を選択する。

付表2の入力画面（初期画面）

○輸送区分を選択する。
・自家輸送／委託輸送の区分
・貨物自動車／その他の区分

○輸送区分は必要なだけ追加できる。

☞12 事業者



EEGSの操作 エネルギー使用量の入力 付表２

⚫ 識別IDは、付表1～3を通じて異なるIDとします。
⚫ 区分内容は、事業者の整理用として必要なら入力します。
⚫ 付表２のエネルギー入力画面では、輸送区分を選択すると、代表的なエネルギー種類が表示されます。表示

にないエネルギーを選ぶときは、「追加」ボタンを押して追加します。
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A事業者エネルギー使用量等の入力

付表2の入力画
面（エネルギー
入力画面）

○上記で輸送区
分を選択すると、
代表的なエネル
ギー源が表示され
る。
○表示にないエネ
ルギーを選ぶとき
は、「追加」ボタン
を押して追加する。

識別IDを入力する。
○数字、アルファベット、漢字等、形式は任意。
○付表1～3を通じて異なるIDとすること。

区分内容を必要なら入力する。
○事業者の整理用。
○記入の有無は任意。

輸送距離とエネルギー使用
量（輸送距離/燃費）を
入力する。

都市ガス又は電気を選択した場
合の入力方法を次頁に示す。

次ページへ

エネルギーの種類を追加
したいときは、「追加」ボタ
ンをクリックすると、右の
補助入力ボックスが表示
されるので、選択する。

☞12 事業者



EEGSの操作 エネルギー使用量の入力 付表２

⚫ 付表２の入力では、都市ガス・電気の入力画面は、補助入力用ボックスを表示させます。
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A事業者

エネルギー使用量等の入力（都市ガス・電気の入力方法）

このボタンを押すと、補助入力用ボックスが表示される。
補助入力用ボックスの入力方法は、付表1の説明参照。

上記の選択で、画面に都市ガス又は電
気が表示される。

付表2の入力画面
（都市ガス・電気の入力画面）

☞12 事業者



EEGSの操作 エネルギー使用量の入力 付表３

⚫ 付表３が選定されている場合、「＋輸送区分を追加する」のボタンを押すと、補助入力用ボタンが表示されま
すので、輸送区分を選択します。

⚫ 輸送区分の選択では、自家輸送／委託輸送の区分を選択しますと貨物自動車／その他の区分が選択でき
ます。
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A事業者

付表3（トンキロ法）を使用する場合の入力方法

輸送区分の入力

「＋輸送区分を追加する」のボタンを押すと、補助入力用ボ
タンが表示されるので、輸送区分を選択する。

付表3を選択する。

項目を選択してください
自家輸送
委託輸送

付表3の入力画面（初
期画面）

○輸送区分を選択する。
・自家輸送／委託輸送の

区分
・貨物自動車／その他の

区分
○輸送区分は必要なだけ
追加できる。

☞12 事業者



EEGSの操作 エネルギー使用量の入力 付表３

⚫ 付表３の識別ID、区分、追加エネルギー種類等の入力では、揮発油と軽油は自動表示されます。最大積載
量の範囲ごとに入力します。

⚫ 表示にないエネルギーを選ぶときは、「追加」ボタンを押して追加します。、「追加」ボタンをクリックすると、下の補
助入力ボックスが表示されるので、燃料・電気を選択します。
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A事業者
識別ID、区分、追加エネルギー種類等の入力

付表3の入力画面（エネルギー入力画面）

○揮発油と軽油は自動表示される。
○最大積載量の範囲ごとに入力する。
○表示にないエネルギーを選ぶときは、「追
加」ボタンを押して追加する。

識別IDを入力する。
○数字、アルファベット、
漢字等、形式は任意。
○付表1～3を通じて異
なるIDとすること。

区分内容を必要なら入力する。
○事業者の整理用。
○記入の有無は任意。

電気を選択した場合、
下段に電気の入力欄が
表示される。

エネルギーの種類を追加したいときは、「追加」ボタンをク
リックすると、下の補助入力ボックスが表示されるので、選
択する。

☞12 事業者



輸送量
(千トンキロ)識別

輸送区分

燃費基準

エネルギー使用量

2023年度
2024年度
（A)

2023年度
2024年度
(B)

単位 熱量GJ (

CO2排出量
(t-CO2)

(A)と(Z)と(X)から(B)を自動計算
【←】で(B)へセット

簡易計算機能
(A)と(Z)と(X)から
(C)を自動計算
【←】で(C)へセット

最大積載量(Z)
エネ使用量／
輸送量(Y)

エネ使用量
(A)×(Y)

EEGSの操作 エネルギー使用量の入力 付表３
⚫ 付表3の貨物自動車入力画面では、最大積載量の範囲の「入力／削除」ボタンを押すと、右側に、入力欄が

表示されます。
⚫ 貨物自動車の該当する年度基準を確認します。輸送したトンキロの合計を千トンキロ単位で入力します。最

大積載量（Z)及び積載率（X）を入力し、「←」ボタンを押すと、エネルギー使用量及びCO2排出量等が自
動計算されます。
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① 貨物自動車の該当する
年度基準を確認する。
（不明な場合は「その他」）

貨物自動車の
入力方法

最大積載量の
範囲の「入力
／削除」ボタン
を押すと、右側
に、入力欄が
表示される。

①

③ 最大積載量（Z)及び積載率
（X）を入力し、「←」ボタンを押す
と、エネルギー使用量及びCO2排
出量等が自動計算される。

② 輸送したトン
キロの合計を千ト
ンキロ単位で入
力する。

④ エネルギー使用量、熱
量GJ、CO2排出量は、
①～③の操作により自動
表示される。

② ③④

付表3の入力画面（貨物自動車入力画面）

積載率(％)
(X)

☞12 事業者

エネルギー使用量等の入力① （貨物自動車の場合）



輸送量
(千トンキロ)識別

輸送区分

燃費基準

エネルギー使用量

2023年度
2024年度
（A)

2023年度
2024年度
(B)

単
位

熱量GJ
(参考)平均積載

率
(C)(％)

CO2排出量
(t-CO2)

(A)と(Z)と(X)から(B)を自動計算
【←】で(B)へセット

簡易計算機能(A)と(Z)と(X)から
(C)を自動計算
【←】で(C)へセット

最大積載量(Z)
エネ使用量／
輸送量(Y)

エネ使用量
(A)×(Y)

EEGSの操作 エネルギー使用量の入力 付表３

⚫ 電気の入力方法では、この画面で電気を選択すると、最下段に入力欄が表示されます。
⚫ 最大積載量を入力します。千トンキロを入力します。電気の補助入力ボックスを表示させ、入力します。
⚫ 入力した電気の使用量が表示され、電気の熱量GJ、CO2排出量が自動計算されて表示されます。

エネルギー使用量等の入力① （貨物自動車の場合）

電気の入力
方法

上図で電気
を選択すると、
最下段に入
力欄が表示さ
れる。

① ② ③ ⑤

① 最大積載量を
入力する。

② 千トンキロを
入力する。

④

④ 右の③で入力
した電気の使用量
が表示される。

⑤ 左の③で入力した電気の
熱量GJ、CO2排出量が自動
計算されて表示される。 74

③ クリックして電気の補助入
力ボックスを表示させ、入力す
る（付表1の説明参照）。

積載率(％)
(X)

☞12 事業者

付表3の入力画面（貨物自動車入力画面）



EEGSの操作 エネルギー使用量の入力 付表３

⚫ 船舶・鉄道・航空機の場合は、付表3を選択します。「＋輸送区分を追加する」のボタンを押すと、補助入力
用ボタンが表示されるので、「委託輸送」を選択します。

⚫ 委託輸送を選択すると、船舶、鉄道及び航空機の選択ボタンが表示されますので、該当するものを選択します。
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A事業者

エネルギー使用量等の入力② （船舶・鉄道・航空機の場合）

「＋輸送区分を追加する」のボタンを押すと、補
助入力用ボタンが表示されるので、「委託輸送」
を選択する。

付表3を選択する。

項目を選択してください
自家輸送
委託輸送

「委託輸送」を選択すると、「船舶」、「鉄道」、「航空
機」の選択ボタンが表示されるので、該当するものを選
択する。

付表3の入力
画面
（船舶・鉄道・
航空機の入力
画面）

○委託輸送を
選択すると、船
舶、鉄道及び
航空機の選択
ボタンが表示さ
れる。

次ページへ

☞12 事業者



EEGSの操作 エネルギー使用量の入力 付表３

⚫ 付表3に「船舶」、「鉄道」、「航空機」の入力欄が表示されます。
⚫ 「船舶」の場合は、格付けを選択します。、輸送量を入力し、「←」ボタンを押すと熱量GJとCO2排出量が自動

計算されます。
⚫ 「鉄道」及び「航空機」の場合は、輸送量を入力すると熱量GJとCO2排出量が自動計算されます。
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識別
輸送区分

燃費基準 2023年度
2024年度
（A) 2023年度 熱量GJ

CO2排出量
(t-CO2)

輸送量
(千トンキロ)

エネルギー使用量

「船舶」の場合は、格付けを選択する。
不明な場合は「その他」を選択する。

「船舶」の場合は、輸送量を入力
し、「←」ボタンを押すと熱量GJと
CO2排出量が自動計算される。

「鉄道」及び「航空機」の場合は、輸送量を入力す
ると熱量GJとCO2排出量が自動計算される。

☞12 事業者

付表3に「船舶」、「鉄道」、「航空機」の入力欄が表示される。



エネルギー使用量と密接な関係を持つ値の入力

※詳細なマニュアルはこちら

https://s3-prd-step5-eegs-portal.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/manual/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%EF%BC%88%E8%8D%B7%E4%B8%BB%E7%B7%A8%EF%BC%89.pdf


EEGSの操作 エネルギー使用量と密接な関係を持つ値の入力

⚫ 「エネルギー使用量の入力」メニューから荷主の「エネルギー使用量と密接な関係を持つ値の入力」を開くと、使
用量と密接な関係を持つ値の名称、単位、数量を記入すると、第２表に自動表示されます。
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A事業者A事業者

エネルギー使用量と
密接な関係を持つ
値（原単位の分
母）の入力画面

エネルギー使用量と密
接な関係を持つ値の
「名称」、「単位」及び
「数量」を入力する。

☞13 事業者



証書等による非化石エネルギー使用量の入力

※詳細なマニュアルはこちら

https://s3-prd-step5-eegs-portal.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/manual/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%EF%BC%88%E8%8D%B7%E4%B8%BB%E7%B7%A8%EF%BC%89.pdf


EEGSの操作 排出削減量の入力

⚫ CO2排出削減量や非化石証書の入力は、「その他：報告書情報の入力」から「認証排出削減量・証書等に
よる非化石エネルギーの使用量の入力」メニューから入力します。

⚫ 「排出削減量・非化石エネルギーを入力」ボタンを押すと入力ボックスが現れます。
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A事業者A事業者

入力画面

「非化石電源
二酸化炭素
削減相当量」
とは「非化石
証書」をＣＯ
２に換算した
もの。

このボタンを押すと入
力ボックスが現れるの
で、入力する。

↓
左下のように入力値
が表示される。

☞14 事業者



前年度の報告データの取り込み・編集

※詳細なマニュアルはこちら

https://s3-prd-step5-eegs-portal.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/manual/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%EF%BC%88%E5%B7%A5%E5%A0%B4%E7%AD%89%E7%B7%A8%EF%BC%89.pdf


● 前年度にEEGSで定期報告書の入力を行っていた場合、前年度データを取り込み、それをベースに定期報告
書を作成することができます。そのためには、まず、前年度に報告したデータをダウンロードする必要があります。

● 「報告書（届出書等）の一覧」画面で検索条件として、「提出年度」欄に前年度、「報告書種別」欄に取得
したい報告書種別を設定し、「検索」をクリックします。

EEGSの操作 前年度の報告データの取り込み・編集
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☞15 事業者

①クリックします。

②前年度を選択します。 ③報告書を選択します。

④クリックします。

報告書（届出書等）一覧画面



EEGSの操作 前年度の報告データの取り込み・編集

⚫ ファイル一覧に表示された報告書の「編集」アイコン（鉛筆マーク）をクリックすると、報告書基本情報画面に
遷移するので、「本体一括ダウンロード形式選択」のプルダウンより「XML形式」を選択し、「ダウンロード」ボタン
をクリックします。すると、前年度の報告書が「XML形式」でダウンロードできます。。
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①クリックします。

☞15 事業者

報告書基本情報画面

報告書（届出書等）一覧画面

②XMLを選択します。
③クリックします。



EEGSの操作 前年度の報告データの取り込み・編集

⚫ ダウンロードした前年度報告書を、今年度報告書の入力画面に取り込みます
⚫ 「XML形式報告書取り込み」画面で、「ファイルの選択」ボタンを押下して前年度報告書のXMLファイルを選択

し、「ファイル取込」ボタンをクリックすると、前年度に報告した内容が、今年度報告書の入力画面に取り込まれ
ます。あとは、取り込んだ情報の修正・追加入力を進めます。
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①クリックします。

☞15 事業者

報告書入力画面

②出力したXMLファイル
を選択します。

③クリックします。



報告書入力

※詳細なマニュアルはこちら

https://s3-prd-step5-eegs-portal.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/manual/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%EF%BC%88%E8%8D%B7%E4%B8%BB%E7%B7%A8%EF%BC%89.pdf


EEGSの操作 報告書入力

⚫ 定期報告書の入力は、「特定荷主」メニューから確認します。
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A事業者

定期報告書の入力

次ページへ

管理関係荷主を入力する場合は、事業者を変更します。

☞15 事業者



EEGSの操作 報告書入力

⚫ エラーチェックでは、赤色または黄色でメッセージが表示されます。黄色は警告・注意喚起のメッセージですので
内容を確認して問題なければ先へ進みます。

⚫ なお、赤字のエラーが解消しないと報告書は提出できません。赤字の表を選択して入力値を確認します。他の
表等の修正を行った場合には更新ボタンを押さないと、反映されません。
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A事業者

①更新ボタンを押さないと、他の表等の修正内容が反映されない。
②更新ボタンを押したら、必ず保存ボタンを押す。

表示から順番
に表を選択し、
誤入力又は未
入力箇所があ
れば、修正、
入力する。

②①

定期報告書（表紙～第
9表）の入力画面

【注意】
下記の２つのボタンを押
し忘れると、修正等の内
容が反映されないので、
都度確実に押すこと。
○報告書データの更新
○入力内容を保存

☞15 事業者



定期報告書の作成 （第１表１－１） エネルギーの使用量

⚫ 輸送の区分に応じて付表と共通の識別（ID）番号を付与。
⚫ 「算定手法」は、燃料法、燃費法、トンキロ法のいずれかを記載。
⚫ 「エネルギー使用量」は数量に単位発熱量を乗じて熱量換算量（GJ）を記入。
⚫ 非化石エネルギーも記載。
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№ 記入のポイント

①

•識別（ID）は以下を考慮して任意に設定

「自家輸送/委託輸送」、「輸送モード」、「輸送形態（調達、販売等
）」、「算定方法」等
•識別（ID）に記入し算定方法毎に付表１～３にも詳細を記
入
•付表の添付漏れに注意
•第１表の識別（ID）は付表１～３の識別（ID）との整合性
に注意

② •（ ）内にその輸送区分を特徴付ける名称を記入
※専属便、専用便、貸切便、混載便、輸送品目等

③ •自社で使用したエネルギー使用量のうち、
荷主連携省エネルギー措置の対象外となるエネルギー使用量を
記入

④ •第１表２ ．（３）の数値に基づいて連携分を記入

⑤ •付表１～３のうち、非化石エネルギーの合計値を記載

⑥ •合計GJ × 0.0258

⑦
•当該年度値［ｋｌ（キロリットル）］

•前年度値［ｋｌ（キロリットル）］

※前年度値は前年度に報告した値を使用

⑧ • IDの設定方法に関する解説、小規模輸送として省略したもの、
前年度からの変更理由等を記入

①

②

③
１,１０１,３５８

④
101,000

⑤

⑥

⑦

次
頁
参
照

⑧

☞15 事業者



定期報告書の作成（付表１ 燃料法）

⚫ 燃料法を用いて算定する輸送区分（ID）が一つでもある場合には、この表にそのIDについて記入。
⚫ 「エネルギー使用量」には固有単位量の数値（軽油の場合にはkl）及び熱量換算量（GJ）を記入。
⚫ 電気自動車に係る定期報告は、電気使用量を把握し、エネルギー使用量の数値欄に電気使用量（kWh）を

記入。
⚫ 非化石エネルギーも記入。
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No 記入のポイント

① •識別（ID）は第１表にあわせて記入

② •様式にある固有単位量の数値で記入
例：軽油の場合はkl（キロリットル）

③
•数値×単位発熱量
※単位発熱量は省エネ法告示及び＜エネルギー使用量の算
定に係る係数一覧＞本書P.56参照
例：軽油の場合の単位発熱量は38.0［GJ/kl］

•この記入例の場合
揮発性：101,202［GJ］ ＝ 3,030［kl］ × 33.4［GJ/kl］
電気 ：1,440［GJ］ ＝ 400［千kWh］ × 3.60［GJ/千kWh］
軽油 ：190,000［GJ］ ＝ 5,000［kl］ × 38.0［GJ/kl］
電気 ：72［GJ］ ＝ 20［千kWh］ × 3.60［GJ/千kWh］
バイオディーゼル：427［GJ］ ＝ 12［kl］ × 35.6［GJ/kl］

④ •第１表２ ．（３）の数値に基づいて、連携で使用したエネ
ルギー使用量を記入

⑤ •この記入例の場合
293,141［GJ］ = 101,202 + 1,440 + 190,000 + 72 + 427
［GJ］

付表1 燃料法によるエネルギー使用量等の算定

①

② ③ ④

⑤

グレーアウトされた項目はエネルギー使用量の入力（荷
主）画面で入力した値を元に自動入力（本書☞11参
照）のため入力不要

☞15 事業者



定期報告書の作成（付表２ 燃費法）

⚫ 燃費法を用いて算定する輸送区分（ID）が一つでもある場合には、この表にそのIDについて記入。
⚫ 「エネルギー使用量」には固有単位量の数値（軽油の場合にはkl）及び熱量換算量（GJ）を記入。
⚫ 非化石エネルギーも記入。
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No 記入のポイント

① •識別（ID）は第１表にあわせて記入

② •識別（ID）ごとに区分内容を記入

③ •燃料ごとに記入

④ •燃料使用量の按分が生じる場合は原則輸送距離も按分し
て記入

⑤ •様式にある固有単位量の数値で記入

 例：軽油の場合はkl（キロリットル）

⑥
•数値×単位発熱量
※単位発熱量は省エネ法告示及び ＜エネルギー使用量の算定に係る
係数一覧＞本書P.56参照
例：軽油の場合の単位発熱量は38.0［GJ/kl］

•この記入例の場合
揮発性：300［GJ］ ＝ 9［kl］ × 33.4［GJ/kl］
バイオエタノール：23［GJ］ ＝ 1［kl］ × 23.4［GJ/kl］

  軽油 ：137,180［GJ］ ＝ 3,610［千kWh］ × 38.0［GJ/kl］
A重油 ：118,723［GJ］ ＝ 3,052［kl］ × 38.9［GJ/kl］
B・C重油 ：144,544［GJ］＝ 3,458［千kWh］ × 41.8［GJ/kl］

⑦ •輸送距離÷エネルギー使用量（数値）
⑧ •この記入例の場合

400,771［GJ］ = 300.6 + 23.4 + 137,180 + 118,723 + 
144,544［GJ］

⑨ •算定対象範囲・拡大推計を含む例外的事項、前年度からの
変更事項等を記入

①

②

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

⑧

⑨

付表２ 燃費法によるエネルギー使用量等の算定

エネルギー使用量の入力（荷主）画面で入力した値を元
に自動入力（本書☞11参照）

☞15 事業者



定期報告書の作成（付表３ トンキロ法）

⚫ トンキロ法を用いて算定する輸送区分（ID）が一つでもある場合には、この表にそのID について記入。
⚫ 「輸送量」にはその輸送区分で輸送した貨物の輸送量を千トンキロ単位で記載。
⚫ 「エネルギー使用量」には固有単位量の数値（軽油の場合にはkl）及び熱量換算量（GJ）を記入。
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No 記入のポイント
① ・識別（ID）は第１表にあわせて記入（※）
② ・識別（ID）ごとに区分内容を記入（※）

付表3 トンキロ法によるエネルギー使用量等の算定

①

②

※の項目は、エネルギー使用量の入力（荷主）画面で入
力した値を元に自動入力（本書☞11参照）

☞15 事業者



定期報告書の作成（付表３ トンキロ法つづき）

⚫ 補足欄には、トンキロ法によるエネルギー使用量の算定に関して、積載率の適用方法（4t車の積載率は○○、
10t車の積載率は○○と設定等）、トンキロの算定方法、例外的事項（ 拡大推計を含む）、前年度からの算

定方法の変更事項等を記載。
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No 記入のポイント

③

• 様式にある固有単位量の数値で記入
例：軽油の場合の単位は kl（キロリットル）

• この記入例の場合
軽油（4,000～5,999kg）：89.311…［kl］
＝1,530×1,000［トンキロ］
×10.8 ÷（65÷100）0.812÷ 5,000 0.654［l/トンキロ］÷1,000

軽油（10,000～11,999kg）：247.286…［kl］
＝7,622×1,000［トンキロ］
  ×10.8 ÷（71÷100）0.812÷ 11,000 0.654［l/トンキロ］÷1,000

④

• 数値×単位発熱量
※単位発熱量は省エネ法告示及び ＜エネルギー使用量の算定に係る係
数一覧＞本書P.56参照
例：軽油の場合の単位発熱量は38.0［GJ/kl］

• この記入例の場合
軽油（4,000～5,999kg）
：3,394［GJ］ ＝ 89.311…［kl］ × 38.0［GJ/kl］

軽油（10,000～11,999kg）
：9,397［GJ］ ＝ 247.286…［kl］ × 38.0［GJ/kl］

⑤ • 平均積載率はトンキロ法の貨物輸送量あたり燃料使用量の設定に用いた
積載率を記入

⑥
エネルギー使用量［kl（キロリットル）］

貨物輸送量［千トンキロ］× 1,000

⑦ エネルギー使用量［GJ］× 0.0258

貨物輸送量［千トンキロ］× 1,000

⑧ • この記入例の場合
14,057［GJ］ = 3,394 + 9,397 + 1,267［GJ］

⑨ • 算定対象範囲、拡大推計等を含む例外的事項、前年度からの変更事項
等を記入

③ ④ ⑤ ⑥

⑦

⑧

⑨

☞15 事業者



定期報告書の作成（第１表１－２）

⚫ クレジット特定番号等の欄には、無効化及び償却又は移転した証書等を特定する番号を記載。
⚫ 無効化及び償却日又は移転日の欄には、無効化及び償却を行った日付又は登録簿上に記載された移転の

日付を記載。
⚫ 非化石エネルギー相当量について、無効化や償却を行った場合は正の値、移転した場合は負の値で記載。
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No 記入のポイント

①

•環境大臣及び経済産業大臣が定める国内認証非化石エネルギー相当量（新規追加）がある場合、
相当量に係る情報を記入

•無効化量は正の値、移転量は負の値で記入
また、事業者が無効化又は移転を行ったことを確認できる資料を添付

② •電気メニューごとに使用量及び非化石割合を記入

1-2 証書等による非化石エネルギーの使用量の算出に係る情報

1-3 電気供給事業者から購入した電力の種別及び非化石割合に係る情報

①

②

☞15 事業者

EEGSの操作 排出削減量の入力 で入力した値を
元に自動入力（本書☞14参照）



（参考）非化石エネルギーのみなし使用量として評価される証書等

⚫ 非化石エネルギーのみなし使用量として評価される証書等は、「国内クレジット」、「オフセット・クレジット」、 グ
リーンエネルギーＣＯ２削減相当量認証制度によって認証された「グリーン電力・熱証書」、「J－クレジット」。
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熱 電気 その他

・非化石熱由来国内クレジット
・非化石熱由来オフセット・クレジット
・認証済グリーン熱証書
・非化石熱由来 J- クレジット

・非化石電気由来国内クレジット
・非化石電気由来オフセット・クレジット
・認証済グリーン電力証書
・非化石電気由来 J- クレジット
・非化石証書

・その他我が国全体の非化石エ
ネルギーへの転換に資するものと
して適切であると認められる証
書 等

＜省エネ法で非化石転換の取組として評価される証明書等の種類＞

＜証書等による非化石エネルギーのみなし使用量の計算方法＞

※1 月 1 日～ 12 月 31 日の発電に係るもの

非化石証書に
係る電力の量(※)

＝ － ＋報告対象年度の
移動量

報告対象年度の
無効化量

非化石
エネルギー
みなし量

証書等による非化石エネルギーのみなし使用量は以下の計算式で算出します。非化石エネルギーへの転換に係る評価におい
ては、使用した非化石エネルギーのうち、この非化石エネルギー相当量分を非化石エネルギーに置き換えて計算を行います。

省エネ法で非化石転換の取組として評価される証書等は下表のとおりです。



定期報告書の作成（第２表～第５表）

⚫ 第２表の「エネルギー使用量と密接な関係を持つ値」の欄には、売上高、輸送コスト、輸送重量、輸送トンキロ等
荷主としての委託輸送に係るエネルギー使用量と密接な関係を持つ値を記載。
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No 記入のポイント

① •エネルギーの使用に係る原単位の分母の値の種類を記入

•前年度から変更する場合は第４表に理由を記入
② •年度とその時の値を記入

③

•省エネ法改正に伴い2023年度報告より、非化石エネルギーも報
告の対象に含まれることから、
エネルギー消費原単位も変わる点に留意が必要

•原単位変化を算定するため、（ ）内に改正前の基準で記入

④
当該年度値［kl（キロリットル）
前年度値［kl（キロリットル）］

⑤ •書き切れない場合は別紙
⑥ •当該年度は右端
⑦ •（（Ⓒ－１）×（Ⓓ－１）×（Ⓔ－１）×（Ⓕ－１））

１／４

※前年度値は前年度に報告した値を用いる

×1 0 0 %

第2表 エネルギー使用量と密接な関係を持つ値

第3表 エネルギー消費原単位

第4表 複数の種類の値を用いてエネルギーの使用量と密接な関係
を持つ値を算定した場合の算定手法、エネルギー消費原単位の算定
方法を変更した場合の理由

第5表 過去5年度間のエネルギー消費原単位の変化状況
1 エネルギ―消費原単位

②①

③ ④

⑤

⑥

⑦

③

③

原単位については、その変化率が「％（パーセンテー
ジ）」で小数点第１位まで把握するため
報告書には必要な桁数（有効数字）４桁の値（こ
の場合、(0.02456）に丸めて表示されます。

☞15 事業者

エネルギー使用量の入力（荷主）画面で入力した値を元
に自動入力（本書☞11参照）



定期報告書の作成（第５表１）

⚫ ２０２５年度の定期報告では、２０２３年度・２０２４年度の実績の新法値に対してこの表の赤字のとおり、
対前年度比を算定。
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☞15 事業者



定期報告書の作成（第５表２）

⚫ 「非化石エネルギー自動車割合」は、「非化石エネルギー自動車の合計」を「自家用及び荷主専属用輸送に
使用する貨物自動車の合計」で除した数値を報告。

⚫ ハイブリッド自動車を非化石エネルギーへの転換と捉えることはしないが、省エネルギーに重要な役割を果たすこ
とから、非化石エネルギーへの転換の取組の評価の際に参考事項として考慮。
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No. 記入のポイント

① •最大積載量ではなく、車両総重量であることに注意

②
• 「荷主専属用輸送」とは、貨物自動車運送事業法（平成元年法
律第８３号）第２条第２項に規定する一般貨物自動車運送事
業の用に供する自動車による貨物の輸送のうち特定の荷主の専属と
して行う貨物の輸送及び同条第３項に規定する特定貨物自動車
運送事業の用に供する自動車による貨物の輸送

③ • 「2030年度」までの定量目標目安を入力

④ •既に達成している場合、あるいは達成が極めて困難と客観的に判断
できる事情がある場合には、
目安と異なる数値を目標として設定

⑤ •バイオ燃料又は合成燃料の混合割合が過半を占める自動車の台数

⑥
•化石燃料を使用するハイブリッド自動車の台数を参考事項として考
慮する

例：非化石エネルギー自動車の割合が４％であっても、ハイブリッド自
動車を含めて目安を達成した場合に、ハイブリッド自動車を使用し
ていない者に比べて評価する

⑦ •電動車とは、電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自
動車、ハイブリッド自動車のこと

⑧ •バイオ燃料又は合成燃料の混合割合ごとの使用した貨物自動車の
情報を入力

2-1 非化石エネルギー自動車の使用割合（車
両総重量８ｔ以下の貨物自動車）

2-2 バイオ燃料・合成燃料を使用する自動車に係る参考情報

①
②

③ ④

⑤

⑥

⑦

⑧

☞15 事業者



定期報告書の作成（第５表２－３～２－５）

⚫ 「充電設備の設置数」は、「目標年度における定量目標の目安」は現時点で設定していないが、EVやPHEV
の導入を促進するため、荷主においても自らのヤード等で設置を検討し、２０３０年度における設置数につい
て目標を設定
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No 記入のポイント

① •目安の設定はしていないため、自主的に目標を設
定

②

•充電設備についての補足情報
（普通充電 / 急速充電、その各々の台数、台
数が前年度から変更した場合の理由）、目標に
関する解説

2-３ バイオ燃料・合成燃料を使用する自動車に係る参考情報

2-４ 充電設備の設置数（車両総重量８ｔ以下の貨物自動車）

2-５ バイオ燃料・合成燃料を使用する自動車に係る参考情報

①

②

2-６ 非化石エネルギー自動車の使用割合（車両総重量８ｔ超の貨物自動車）

2-７ バイオ燃料・合成燃料を使用する自動車に係る参考情報

2-８ その他非化石エネルギー自動車（車両総重量８ｔ超）への転換に関する事項及び参考情報）

車両総重量８ｔ超の貨物自動車

☞15 事業者



定期報告書の作成（第６表）

⚫ 過去５年度間のエネルギーの使用に係る原単位が年平均 1％以上改善できなかった場合、前年度に比べ
改善できなかった場合の理由を記載。

⚫ 非化石エネルギーの使用割合が向上しなかった理由を記載。
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入力欄が非活性の場合、記入は不要

EEGSでは記入必須の欄については、入力欄が活性化されるため必ず記載する。

☞15 事業者



定期報告書の作成（第７表）

⚫ 第７表は、荷主の判断基準に示される項目のうち、「I エネルギーの使用の合理化の基準」に示す項目につい
て、その遵守状況を記載。
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No 記入のポイント

①
•必ず各項目のいずれか「✓」 印または、「■」印を
記入

•各項目において２箇所以上記入しない

②
• 「該当なし」は、検討したが合理化に資するもの
でないと判断して実施を見送った場合、または、
輸送手段として選択することが不可能な場合等
に選択

第7表 エネルギーの使用の合理化に関する判断の基準の遵守状況

①

②

☞15 事業者



定期報告書の作成（第８表）

⚫ エネルギー使用合理化、非化石エネルギーへの転換、電気の需要の最適化に関して実施した具体的な措置
を記入。
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No 記入のポイント

① •当該年度に実施した取組を記入

（荷主の判断基準の内容以外の措置でも可）

①

☞15 事業者



定期報告書の作成（第９表１）

⚫ 付表１～３に示される燃料種類ごとの燃料および電気の使用量から算定されるエネルギーの使用に伴って発
生する二酸化炭素の排出量をt単位の二酸化炭素量で記入。

⚫ 排出量は、今年度報告から燃料の使用と電気の使用に分けて記入。
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○燃料種類ごとのエネルギー使用量あたりの二酸化炭素排出量 
・燃料 

二酸化炭素排出量＝エネルギー使用量（GJ）×排出係数（tC／GJ）×44／12 
・電気 

二酸化炭素排出量＝電気使用量（kWh）×排出係数（tCO2／kWh）

※燃料の使用に伴う二酸化炭素及び他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の区分に準じて区分して記
載することができない場合には、燃料の使用に伴う二酸化炭素として記載する こと。

1 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量

第9表 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量

①

②

①②の値を算出する計
算式は、次頁参照

☞15
事業者



定期報告書の作成（第９表１）

⚫ 1 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量の算出式
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① 算出式：（A）-（B)
（A）付表1、付表2、付表3の同一識別ID毎のCO2排出量の合算値
（B)[電気事業者から供給された電気]＋[電気事業者以外から供給された電気]
[電気事業者から供給された電気]
電気事業者からの買電の使用量（数値） × 電気事業者の新基礎排出係数×1000

[電気事業者以外から供給された電気]
「買電量」（「使用量（数値）」） × 基礎排出係数（入力値）

② 算出式：（⑥ー③）＋⑨ー（①＋②）
※⑥ー③の算出結果が負の場合、0とする
※算出結果が負の場合、0とする

①グリーン電力証書由来の削減相当量
②再エネ電力由来のクレジット
③非化石電源二酸化炭素削減相当量
⑥電気事業者から供給された電気×基礎排出係数
算出式：
電気事業者からの買電の使用量（数値） × 電気事業者の新基礎排出係数×1000

⑨電気事業者以外から供給された電気×基礎排出係数
算出式：
 「買電量」（「使用量（数値）」） × 基礎排出係数（入力値）

☞15
事業者



定期報告書の作成（第９表５～７）

⚫ 国内認証排出削減量のうち再生可能エネルギー電気の使用により削減されたものの種別ごとに記載。  国内
認証排出削減量は、無効化日又は移転日ごとに記載。

⚫ 非化石電源二酸化炭素削減相当量は非化石証書の種別ごとに記入。種別ごとの非化石電源二酸化炭素
削減相当量の欄には、非化石証書の量に全国平均係数及び補正率を乗じて得られた非化石電源二酸化
炭素削減相当量を記載。
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※荷主ではなく、貨物の輸送を行わせる貨物輸送事業者が所有する非化石証書、無効化・移転したクレジット等に
ついて記入すること。

５ 国内認証排出削減量に係る情報

6 非化石電源二酸化炭素削減相当量に係る情報

7 国内認証排出削減量のうち電力に係る情報及び非化石電源二酸化炭素削減相当量に係る情報等

☞15 事業者

EEGSの操作 排出削減量の入力 で入力した値を元に
自動入力（本書☞14参照）



添付資料の登録

※詳細なマニュアルはこちら

https://s3-prd-step5-eegs-portal.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/manual/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%EF%BC%88%E8%8D%B7%E4%B8%BB%E7%B7%A8%EF%BC%89.pdf


EEGSの操作  添付資料の登録

⚫ 説明資料を添付するときは、「定期報告書の入力」等の画面で、「添付資料アップロード」のボタンを押下します。
⚫ 添付資料アップロード画面ではファイルの種類・形式を設定後、「ファイルの選択」ボタンから添付するファイルを

指定できます。「新規アップロード」ボタンをクリックすると添付が完了します。
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A事業者

定期報告書・中長期計画書の入力の画面等

②選択します。

③クリックしてファイルを
選択します。

④クリックします。

①クリックします。

☞16 事業者



報告書ファイルの登録

※詳細なマニュアルはこちら

https://s3-prd-step5-eegs-portal.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/manual/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%EF%BC%88%E5%85%B1%E9%80%9A%E7%B7%A8%EF%BC%89.pdf


EEGSの操作 ツールで作成した報告書ファイルの登録

● EEGSでは、XML形式のファイルをアップロードすることにより、報告書の内容を入力することが可能です。
➢ ファイルは、定められたフォーマット（XML構造定義書）に従ったものである必要があります。
➢ ファイル内の「特定排出者コード／特定漏えい者コード」「法人番号」はEEGSの事業者情報で登録され

ている情報と一致している必要があります。
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①クリックします。

②クリックします。

定期報告書の提出

事業者☞17



EEGSの操作 ツールで作成した報告書ファイルの登録☞17

● 報告書種別とファイル形式を設定し、「ファイルの選択」ボタンをクリックしてファイルを選択します。
● XMLファイルを選択し「次へ」ボタンをクリックすると、ファイルがアップロードされます。
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報告書（届出書等）一覧画面

①クリックして、ファイルを
選択します

選択すると表示さ
れます。

事業者

②クリックします。



⚫ その他の報告書の様式（荷主認定表等）を提出する場合は、画面下部に移動し、「アップロード様式」欄、
「ファイル形式」欄を選択した上で、「ファイルの選択」ボタンをクリックし、ファイルをアップロードします。

⚫ ここではファイルをEEGSに登録するだけで、提出したことになりません。この後、報告書一覧画面から、報告書を
EEGSで作成した場合と同様に、 入力チェック（☞19）「提出」（☞20・21）の操作を実施してください

110

報告書基本情報画面

①「アップロード様式」で、提出する報告書の様式を選択します。

②「ファイル追加」欄で「ファイル形式」を選択し、「ファイルの選択」ボタンを押
下してアップロードするファイルを追加します。

EEGSの操作 ツールで作成した報告書ファイルの登録☞17 事業者



中長期計画書の作成

※詳細なマニュアルはこちら

https://s3-prd-step5-eegs-portal.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/manual/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%EF%BC%88%E8%8D%B7%E4%B8%BB%E7%B7%A8%EF%BC%89.pdf


EEGSの操作 中長期計画書の入力

⚫ 中長期計画書の入力では、「荷主」を選択します。画面に従って、未入力箇所を入力します。
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A事業者

A事業者

①更新ボタンを押さな
いと、他の表等の修正
内容が反映されない。
②更新ボタンを押したら、
必ず保存ボタンを押す。

②

①

中長期計画書の
入力画面

画面に従って、未入力箇
所を入力する。

☞18 事業者



中長期計画書の作成（Ⅰ 特定荷主の名称等）

⚫ 中長期計画書の提出頻度軽減の条件に該当しており、免除の希望場ある場合には「希望する」にチェック。
⚫ 合理化の計画期間、非化石転換の計画期間を記載。
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No 記入のポイント

① •提出先はEEGSの電子申請先を選択してPDFやエクセルでダウンロードす
ると表示される。（管轄地域の経済産業局長及び事業所管省庁地方支
分部局長等宛）

②
•「株式会社」と「社名」の間はスペースを空けず
「㈱」は使用せずに記入

•国税庁HPに掲載されている13桁の法人番号(半角)を入力

③ •代理人が提出する場合には委任状を提出
（ただし既に提出済み等においてその写しでも可）

④ •経済産業局より指定された番号を記入

番号は０（ゼロ）を省略せず６桁で記入

⑤
•日本標準産業分類の細分類に従って記入
（https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/index.htm）

•名称と４桁番号の整合性に注意

⑥
•提出頻度軽減の条件（５年度間平均エネルギー消費原単位を年１％
以上低減※ 本書P.8参照）に該当しており、計画期間中の中長期計画
の提出免除を希望する場合は【希望する】のチェックボックスに印をつける

⑦
•計画上の取組を実施する期間を記入（提出する年もしくはその翌年を最
初の年として記載）
•表Ⅱの「実施期間」の直近年から最も長い年までを記入

⑧ •前年度から計画内容に変更がない場合は【計画内容に変更なし】のチェッ
クボックスに印をつける

①

③

②

④

⑤

⑥

⑦
⑧

☞18 事業者



 中長期計画書の作成（Ⅱエネルギーの使用の合理化に関する計画）

⚫ 省エネ計画を記載し、省エネの期待効果をｋL/年で記載。
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No 記入のポイント

⑨
•対策の種類別
例：モーダルシフトの推進、

積み合わせ輸送・混載便の利用
•対策の種類別が多く、記入欄が足りない場合は、
行を追加等して記入

⑩
•実施期間は
表Ⅰの「本計画書の計画期間」との整合をとる
•実施期間は年月で記入（開始期間及び終了期間）
•単年度の実施の場合、2023年～2023年と記入

⑪
•計画期間内で効果を原油換算kl（キロリットル）/年単
位で記入、期待効果の合計が全体のエネルギー使用量の
１％を上回ることが望ましい
•数値のみ記載

⑫
•Ⅱに記載した計画に関連する上位の計画や個々のエネル
ギー使用合理化期待効果が算定できないような取組体制
等の計画等を記入

１．計画内容

２．その他エネルギーの使用の合理化に関する事項

３．前年度計画書との比較

⑨
⑩ ⑪

⑫

☞18 事業者



中長期計画書の作成
    （Ⅲ １－１ 非化石エネルギー自動車の使用割合8t以下）

⚫ 非化石エネルギーへの転換において、非化石エネルギー自動車の使用の目標台数を記載。
⚫ バイオ燃料・合成燃料を使用する自動車に係る参考情報、非化石エネルギー自動車（車両総重量８ｔ以

下）への転換に関する事項及び参考情報、充電設備の設置数を記載。
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No 記入のポイント

① • 最大積載量ではなく、車両総重量であることに注意

②
• 「荷主専属用輸送」とは、貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83
号）第２条第２項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供する
自動車による貨物の輸送のうち特定の荷主の専属として行う貨物の輸送及
び同条第３項に規定する特定貨物自動車運送事業の用に供する自動車
による貨物の輸送

③ • 「2030年度」までに「５％」（2023年４月時点）

④ • 既に達成している場合、あるいは達成が極めて困難と客観的に判断できる
事情がある場合には、
目安と異なる数値を目標として設定

⑤ • バイオ燃料又は合成燃料の混合割合が過半を占める自動車の台数

⑥
• 化石燃料を使用するハイブリッド自動車の台数は、参考事項として考慮する
※非化石エネルギー自動車の割合が４％であっても、ハイブリッド自動車を含め

て目安を達成した場合は、ハイブリッド自動車を使用していない場合よりも評
価する

⑦ • 電動車とは、
電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、ハイブリッド
自動車のこと

⑧ • バイオ燃料又は合成燃料の混合割合ごとの使用した貨物自動車の情報

１－１．非化石エネルギー自動車の使用割合（車両総重量８ｔ以下の貨物自動車）

１－２．バイオ燃料・合成燃料を使用する自動車に係る参考情報

①

②

③ ④

⑤

⑥

⑦

⑧

☞18 事業者



中長期計画書の作成
   （Ⅲ １－１ 非化石エネルギー自動車の使用割合8t以下）

⚫ 非化石エネルギーへの転換において、非化石エネルギー自動車の使用の目標台数を記載。
⚫ バイオ燃料・合成燃料を使用する自動車に係る参考情報、非化石エネルギー自動車（車両総重量８ｔ以

下）への転換に関する事項及び参考情報、充電設備の設置数を記載。
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No 記入のポイント

⑨ • 非化石エネルギー自動車の台数への算入についての補足情報
（算入方法、推計方法、その推計方法を前年度から変更した場合の
理由）、目標に関する解説

⑩ • 目安の設定はしていないため、自主的に目標を設定

１－３．その他非化石エネルギー自動車（車両総重量８ｔ以下）への転換に関する事項及び参考情報

１－４．充電設備の設置数（車両総重量８ｔ以下の貨物自動車）

⑨

⑩

☞18 事業者



中長期計画書の作成
    （Ⅲ １－５ 非化石エネルギー自動車の使用割合8t超）

⚫ 非化石エネルギー自動車の使用の目標台数を記載。
⚫ バイオ燃料・合成燃料を使用する自動車に係る参考情報、非化石エネルギー自動車（車両総重量８ｔ

超）への転換に関する事項及び参考情報を記載。
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No 記入のポイント

① •目安の設定はしていないため、自主的に目標を設定
② •各輸送機器について自主的に目標を設定している場合に記入

１－５．非化石エネルギー自動車の使用割合（車
両総重量８ｔ超の貨物自動車）

１－６．バイオ燃料・合成燃料を使用する自動車に係る参考情報

１－７．その他非化石エネルギー自動車（車両総重量８ｔ超）への転換
に関する事項及び参考情報

１ー８．その他定量的な目標

①

②

☞18 事業者



中長期計画書の作成
    （Ⅲ ２ 非化石エネルギーの転換に関する定性的な目標）

⚫ 計画内容を種類別に計画内容と実施時期を記載。
⚫ 定量的に記載できない取組ながら、効果の高い取組も参考情報に記載。
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No 記入のポイント

①
•対策の種類別
例：技術開発・実証試験への参画、貨物輸送事業者等と

の連携、
輸送用機械器具への使用を目的とした非化石エネルギ
ーの供給

②
•実施期間は表Ⅰの「本計画書の計画期間」との整合性の
こと

•実施期間は年月で記入（開始期間及び終了期間）

•単年度の実施の場合、2023年～2023年と記入

③ •定量的に記載できない取組ながら、
効果の高い取組やその他非化石エネルギーへの転換に資
する実証試験等について記入

① ②

③

☞18 事業者



提出

※詳細なマニュアルはこちら

https://s3-prd-step5-eegs-portal.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/manual/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%EF%BC%88%E5%85%B1%E9%80%9A%E7%B7%A8%EF%BC%89.pdf


EEGSの操作 報告書の入力チェック

● 報告書を提出するには、必ず入力チェックを行う必要があります。
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①クリックします。

②クリックします。

定期報告書の提出

☞19 事業者

次ページへ



EEGSの操作 報告書の入力チェック

● 報告書を提出するには、必ず入力チェックを行う必要があります。
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「✓」マークをクリックします。

報告書（届出書等）一覧画面

入力チェックの結果、問題がない場合は「報告書の内容
は、問題ありませんでした。」とメッセージダイアログが表示さ
れます。これで報告書を提出することができます。

☞19 事業者



EEGSの操作 報告書の入力チェック

● 入力チェックに問題があった場合、報告書画面に遷移しメッセージが表示されています。
● メッセージに従って修正し再度入力チェックを行ってください。
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警告メッセージの内容を確認し、必要があれば修正し入力内容を保存後、再度入力チェックを行ってください。
修正が不要な場合は、次ページ以降の手順にそって提出してください。

☞19 事業者

【エラーメッセージが表示されている場合】

【警告メッセージのみが表示されている場合】

エラーメッセージが表示されている場合、提出することはできません。
メッセージに従って修正し入力内容を保存後、再度入力チェックを行ってください。



EEGSの操作 報告書の提出先の登録

● 入力チェックの結果、問題が無ければ提出ボタン（紙飛行機マーク）が表示されます。
● 「提出」ボタンをクリックして、提出先を登録してください。
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クリックします。

報告書（届出書等）一覧画面

事業者☞20



⚫ 提出先選択画面が表示されます。各項目のプルダウンから提出先を設定します。
⚫ 複数の提出先を登録する場合は、「追加」ボタンをクリックします。
⚫ 主たる事業を所管する省庁について、「主」にチェックを付けてください。

主たる事業が複数省庁による共管の場合は、複数選択可能です。
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提出先選択画面

複数の提出先を登録する
場合は、「行追加」ボタン
をクリックします

提出先の登録は「省庁名」「局」「担当課・室」
を設定し、「（主）」（主たる事業の所管省
庁）を１件以上選択します。

提出先選択時、同じ省庁で提出先を複数登録することはできません。
同じ省庁の別部局、別課室での確認をご希望の場合は、提出前に提出
先省庁へご連絡とご確認をお願いします。

EEGSの操作 報告書の提出先の登録 事業者☞20



EEGSの操作 報告書の提出、受領書の発行

⚫ 報告書を提出するには、提出先選択画面から「報告書を提出する」ボタンをクリックします。
⚫ 報告書の提出が完了すると、「受領書をダウンロードする」というボタンが表示されますので、そこを押下すると受

領書をダウンロードすることができます。社内で報告書を提出したことを証明する書類としてご利用ください。
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提出先選択画面

クリックします。

全てのチェック項目にチェッ
クを入れた後、「報告書を
提出する」ボタンをクリックし
ます。

事業者☞21



EEGSの操作 報告書のステータスの確認

● 定期報告書の入力および提出の状況は、提出ファイル一覧の「ステータス」で確認できます。
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報告書（届出書等）一覧画面

事業者☞22



編集・詳細
表示されている行の内容の編集を行います。
表示されている行の詳細画面に遷移します。

削除 表示されている行の削除、報告書が不要の場合の削除を行います。

PDF出力 受領書等のPDF出力を行います。

提出 報告書の提出を行います。

入力チェック 報告書の入力チェックを行います。

取り下げ依頼 報告書の取り下げ依頼を行います。

取り下げ依頼解除 報告書の取り下げ依頼の解除を行います。

EEGSの操作 報告書一覧画面におけるアイコンの説明

● EEGSの報告書一覧画面で表示するアイコンについて説明します。
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事業者☞22



クリックします。

クリックします。

定期報告書の提出

EEGSの操作 定期報告書のファイル出力

⚫ EEGSに登録した報告書をファイル出力（ダウンロード）できます。
（提出前でも、登録済であれば出力が可能です）
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事業者☞23

次ページへ



EEGSの操作 定期報告書のファイル出力

⚫ 報告書（届出書等）一覧画面から提出ファイル一覧を表示します。
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報告書（届出書等）一覧画面

事業者☞23

次ページへ



EEGSの操作 定期報告書のファイル出力

⚫ 「報告書本体」欄の「本体一括ダウンロード形式選択」で、出力するファイルの形式を選択します。
⚫ 「作成済みファイル一覧」ボタンをクリックすると、ダウンロードファイルの一覧画面に遷移します。状況が「作成済」

になったらファイル名をクリックし、ダウンロードしてください。
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①ファイル形式を選択します。

①で「PDF」を選んだ場合
は、続けて「PDF出力」をク
リックします。

②ファイルのダウンロード状況を
確認する場合は、「作成済み
ファイル一覧」をクリックします。

※画面遷移後下までスクロールしてください

報告書基本情報画面

ファイル名を
クリックします。

☞23 事業者



①クリックします。

②クリックします。

定期報告書の提出

EEGSの操作 過年度報告書の参照

⚫ EEGSや旧電子報告システムで提出された過年度の報告書をファイル出力（ダウンロード）することができます。
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☞23 事業者



EEGSの操作 過年度報告書の参照

⚫ 「報告書の提出」メニューから「報告書（届出書等の一覧）」をクリックし、遷移先の報告書検索画面の提出
年度欄に参照したい報告書の年度を選択し、「検索」ボタンをクリックします。。
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報告書（届出書等）一覧画面

①クリックします。

②参照したい年度を
選択します。

③参照したい報告書
を選択します。

④クリックします。

事業者☞23



EEGSの操作 過年度報告書の参照

⚫ 以降の操作は、当年度の報告書を出力する場合と同様です。P.128「EEGSの操作 定期報告書のファイル
出力」を参照してください。
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報告書（届出書等）一覧画面

クリックします。

☞23 事業者



取り下げ・差戻しからの再提出

※詳細なマニュアルはこちら

https://s3-prd-step5-eegs-portal.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/manual/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%EF%BC%88%E5%85%B1%E9%80%9A%E7%B7%A8%EF%BC%89.pdf


EEGSの操作 報告書の取り下げ

⚫ 報告書の取り下げを行う場合には、まず、報告書を提出した省庁に電話等で連絡し、許可をとってください。
⚫ その上で、報告書（届出書等）の一覧画面から、取り下げを行う報告書の「矢印」をクリックします。すると、取

り下げ依頼を行う報告書の確認画面が表示されるので、「取り下げ依頼」ボタンをクリックしてください。
⚫ 取り下げ依頼を行い、省庁が承認すると、報告書のステータスが「取り下げ済」に変わります。

「取り下げ済」になってから、報告書の修正を行い再提出してください。
⚫ なお、取り下げを行うと提出日が更新されるのでご注意ください。
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クリックします。

報告書（届出書等）一覧画面

ステータス内容により、次の取り下げ依頼画面での操作が異なります。
・提出済み・確認前 ： 省庁ユーザが定期報告書の内容を確認する前のため、

取り下げ依頼事由の入力は不要です。
・提出済み・確認済 ： 省庁ユーザがすでに定期報告書の内容を確認済み

であるため、取り下げ依頼事由の入力が必要です。

事業者☞24



EEGSの操作 取り下げ／差戻しからの報告書の再提出

136

①「✓」マークをクリックし
て、入力チェックを行いま
す。

報告書（届出書等）一覧画面

②「提出」マークをクリック
して、再提出します。

⚫ 取り下げた／差し戻された報告書を修正・保存した上で、報告書（届出書等）一覧画面に遷移します。
⚫ ファイルアップロードにより登録した報告書はEEGS上で修正できないので、ファイル上で修正した上で再度ファ

イルをアップロードしてください。
⚫ まず、「入力チェック」ボタン(チェックマーク)をクリックして、入力チェックを行います。。

そこでエラーメッセージが表示されなければ、「提出」ボタン(横矢印マーク)をクリックして、報告書を再提出します。

☞25 事業者



公開FAQのよくある質問

⚫ よくある質問の回答は資源エネルギー庁のホームページに掲載されています。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/f
aq/index.html

137



＜目次＞

138

Ⅰ．省エネ法の解説            2 Ⅲ．報告書作成方法                52

• 省エネ法の義務                                  3
• 判断基準と管理標準                           7
• 原単位の管理                                  12
• 省エネ政策                                     13

Ⅱ．報告書作成の事前準備  15
• 報告書作成の工程                            16
• EEGSの概要                                  17
• EEGSの利用の流れと操作手順            23
• 基本情報の入力・確認の流れと操作手順 35
• 事業者情報の入力                            37
• 担当者の登録                                  40
• お知らせ情報の確認・登録                   48

• 報告書の作成・提出の流れと操作手順            53
• エネルギー使用量の入力                             55
• エネルギー使用量と密接な関係を持つ値の入力  77
• 証書等による非化石エネルギー使用量の入力    79
• 前年度の報告データの取り込み・編集              81
• 報告書入力                                             85
• 添付資料の登録                                     105
• 報告書ファイルの登録                               107
• 中長期計画書の作成                               111
• 提出                                                    119
• 取り下げ・差戻しからの再提出                     134

Ⅳ．省エネ法ヘルプデスクの紹介  138



139

お問い合わせ先

◼ EEGSの操作マニュアルやFAQは、以下のEEGSポータルサイトに掲載しています。
https://eegs.env.go.jp/eegs-portal/

◼ 操作マニュアルやFAQでもEEGSの操作方法の不明点が解消しない場合は、
EEGSログイン後の「お問い合わせはこちら」からお問い合わせください。

⚫ ホーム画面の「お問い合わせはこちら」ボタンをクリックし、問合せ内容のカテゴリを選
択すると、問合せ先のURLやメールアドレス及びメールテンプレートが表示されます。

⚫ 「メールアプリを起動」ボタンが表示される場合、それをクリックするとメールアプリが起
動します。画面に表示されているメールテンプレートをコピーしてメール本文に貼り付
け、必要な情報を記入の上、送信してください。

①「お問い合わせはこちら」を
クリックします。

②問い合わせ内容
を選択します。

③「メールアプリを起動」を
クリックします。

④問い合わせ先のメールアドレスと、
メールのテンプレートが表示されます。

https://eegs.env.go.jp/eegs-portal/
https://eegs.env.go.jp/eegs-portal/
https://eegs.env.go.jp/eegs-portal/
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各種お問い合わせ先

◼ ご質問の内容に応じて、複数の窓口を用意しております。

○EEGSの操作ヘルプデスク

○定期報告書・中長期計画書の書き方等のヘルプデスク

< フォームからのお問い合わせはこちら >
https://tayori.com/f/sehd2025/

※可能な限り電話ではなく、フォームからの問い合わせをお願いします。

< 電話でのお問い合わせはこちら >
ナビダイヤル：0570-000-787（通話料がかかります）
受付時間：9:20～17:20（土日、祝日、年末年始(12/30～1/3)を除く）

省エネ法ヘルプデスクのHPには、Q&Aが沢山
掲載されています。
ご活用下さい。
https://www.eccj.or.jp/helpdesk/

操作マニュアルやFAQでEEGSの操作方法の不明点が解消しない場合は、
EEGSログイン後の、「お問い合わせはこちら」から、EEGSヘルプデスクへお問い合わせください。
https://eegs.env.go.jp/eegs-report/login

操作マニュアル
https://eegs.env.go.jp/eegs-portal/manual

○温対法に関するヘルプデスク

＜メールでのお問い合わせ＞
回答内容について正確を期すため、可能な限りメールでのお問合せをお願いいたします。
e-mail：gvc-helpdesk@nttdata-strategy.com

＜電話でのお問い合わせ＞
TEL：03-6261-4953 受付時間：平日9時半から18時まで（12時から13時は除く）
※土日・祝日・ＧＷ（4/29～5/6）・年末年始（12/27～1/4）を除く

https://tayori.com/f/sehd2025/
https://www.eccj.or.jp/helpdesk/
https://eegs.env.go.jp/eegs-report/login
https://eegs.env.go.jp/eegs-report/login
https://eegs.env.go.jp/eegs-report/login
https://eegs.env.go.jp/eegs-portal/manual
https://eegs.env.go.jp/eegs-portal/manual
https://eegs.env.go.jp/eegs-portal/manual
mailto:gvc-helpdesk@nttdata-strategy.com
mailto:gvc-helpdesk@nttdata-strategy.com
mailto:gvc-helpdesk@nttdata-strategy.com
mailto:gvc-helpdesk@nttdata-strategy.com
mailto:gvc-helpdesk@nttdata-strategy.com
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